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はじめに 

 

常陸大宮市ではこれまで、国による平成 18 年 6 月の「住生活基

本法」の制定を踏まえ、平成 19 年 3 月には「常陸大宮市住生活基

本計画」を策定し、市営住宅の適切な量や質の確保に向け、施設の

長寿命化などの施策に取り組んでまいりました。 

一方で、平成 28 年 3 月には、国において新たに住生活基本計画

（全国計画）が見直され、少子高齢化や人口減少の急速な進展によ

る住宅政策上の諸問題に対応するための新たな住宅政策の方向性

が示されました。 

 

このため、本市においても、市民の住生活に関する新たな問題に対応するため、住生活

基本計画の見直し作業に着手することとし、その策定にあたっては、市民の皆様を対象と

したアンケート調査の実施や、学識経験者や市民代表者などで構成される策定委員会を設

置・開催するなど、議論を重ねてまいりました。 

 

今回新たに策定した「常陸大宮市住生活基本計画」では、本市が有する里山や清流など

の個性豊かな自然環境と、そこで暮らす人々によって育まれた歴史や文化を次世代へと継

承し、子どもから高齢者まで誰もが安心して快適に暮らせる住環境の実現を目指すととも

に、住みたい・住み続けたいと思われる住まいづくりを推進するため、「みんなが元気に暮

らせる安心・安全な住まいづくり」を基本理念として掲げました。 

また、この基本理念を大切にし、本市が推進すべき住宅施策に関する方向性を位置づけ、

今後は、この「常陸大宮市住生活基本計画」に位置づけた各種事業等について、行政だけ

でなく、市民や事業者の皆様のご協力をいただきながら、推進してまいります。 

 

最後に、この計画の策定にあたりまして、策定委員会委員の皆様をはじめ、貴重なご意

見やご提案をいただきました市民の皆様に対しまして、心からお礼申し上げます。 

 

平成 29 年 3 月 

常陸大宮市長 三次 真一郎
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１．計画策定の背景と目的 

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を推進し、国民の豊かな住生活の実現を図る

ため、2006 年（平成 18 年）に「住生活基本法」が施行されました。 

これを受け、本市では 2007 年（平成 19 年）3 月に、平成 27 年度までの 10 年間を計画期間と

した「常陸大宮市住生活基本計画」（以下、本計画という）を策定し、公営住宅を中心とした既存

ストックの利活用や、居住水準の確保などに向けた施策を推進してきました。 

一方、現在では、計画策定から相当の期間が経過し、その間にも人口減少や少子高齢化が急速

に進展するとともに、増大する自然災害への対応や環境制約の一層の高まりなど、市民の住生活

を取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、2016 年（平成 28 年）3月には、国において、本計画の上位計画に位置づけられる「住生

活基本計画（全国計画）」が新たに決定され、我が国の今後 10 年における住宅政策の指針が定め

られました。 

このようなことから、時代の変化に適切に対応し、国や県との連携を図りつつ、本市の地域特

性に応じた住生活の安定及び向上に関する施策を計画的かつ総合的に推進するため、新たに本計

画を策定することとします。 

 

改訂の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【主な社会情勢の変化】 

・人口減少･少子高齢化の急速な進展 

・大規模な自然災害の増大 

・地球環境問題の高まり 

・空き家の増加 

・住宅困窮者の増加 

【上位計画の策定】 

・住生活基本計画（全国計画） 

・茨城県住生活基本計画 

・常陸大宮市総合計画 

【主な法律制定】 

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律 

・住宅の品質確保の促進等に関する法律 

・空家等対策の推進に関する特別措置法 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

『
常
陸
大
宮
市
住
生
活
基
本
計
画
』
の
見
直
し 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、国や茨城県が策定する「住生活基本計画」や、本市における市営運営の基本となる

「常陸大宮市総合計画」を上位計画とし、住生活に関連する他分野との連携を図りながら、市民

の住生活の安定及び向上の促進に関する基本的な計画として策定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

３．計画期間 

本計画は、上位計画である「住生活基本計画（全国計画）」との整合を図るとともに、市民の住

生活の安定及び向上を実現するための基本計画としての性格に鑑み、住宅施策の長期的展望に立

ち、平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間を計画期間とします。 

なお、本計画は、計画期間中の社会経済情勢の動向などを見極めつつ、必要に応じて見直しを

行います。 

 
 
  

茨城県 

国 

 

 

 

常陸大宮市 

『
常
陸
大
宮
市
総
合
計
画
』 

 

『常陸大宮市住生活基本計画』 

 

市民の住生活の安定及び向上の 

促進に関する基本的な計画 

整合 

連携 

『住生活基本計画（全国計画）』 

（住生活基本法第 15 条） 

『茨城県住生活基本計画』 

（住生活基本法第 17 条） 

平成 28 年度 から 平成 37 年度 ： 10 年間 

【
環 

 

境
】
：
環
境
基
本
計
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【
福 

 

祉
】
：
地
域
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計
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災
】
：
地
域
防
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計
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【
都
市
計
画
】
：
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン 

等 
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４．策定体制 

本計画の策定にあたっては、市民代表や学識経験者などで構成する「常陸大宮市住生活基本計

画策定委員会」を設置し、計画内容の検討を進めます。また、市民参画を進めるため、市民を対

象とした意向調査や、計画素案に対する意見公募を実施し、計画内容へ反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．計画対象区域 

本計画の対象区域は常陸大宮市の行政区域全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【常陸大宮市住生活基本計画策定委員会】 

役割：常陸大宮市住生活基本計画の策定 

構成：市民代表、学識経験者、関係団体などの代表、市の職員 

市民の参画 

意向調査・意見公募 

策定組織 

常陸大宮市住生活基本計画策定委員会 

庁内会議 

検討・調整 

事務局 

常陸大宮市 経済建設部 都市建設課 
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６．計画の構成と策定の流れ 

本計画は、市民の住生活に関する目標や、その目標を達成するための住宅施策の方向性を定め

ます。計画の構成と策定の流れは下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・基本理念 

・基本目標 

・基本目標の視点 

 
・市民意向調査の結果 

住まいづくりに関する市民ニーズの状況

常陸大宮市の住まいづくりに関する課題

 
・上位・関連計画の位置づけ 

・人口・世帯数の推移 

・住宅ストックの状況 

・公営住宅ストックの状況 

住宅施策の基本方針 

 
・施策の展開方針と施策体系 

・基本目標別の施策 

・地域別方針 

住宅施策の展開方針 

常陸大宮市の住まいづくりに関する現状

 
・協働による住まいづくり 

・他分野や関係機関等との連携 

・計画の評価と見直し 

住宅施策の推進に向けて 
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１．全国計画や県計画の位置づけ 

（１）住生活基本計画（全国計画） 

策定時期 平成 28 年 3 月 閣議決定 

計画期間 平成 28 年度～平成 37 年度 

目
標
と
基
本
的
な
施
策 

①
居
住
者
か
ら
の
視
点 

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現 

（１）希望する住宅を選択・確保できる環境を整備 

（２）子どもを産み育てたいという思いを実現できる環境を整備し、希望出生率 1.8 の実現につなげる  

 

目標２：高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

（１）安全に安心して生涯を送ることができるための住宅の改善・供給 

（２）希望する地域で住宅を確保し、日常生活圏において、介護・医療サービスや生活支援サービス

が利用できる居住環境を実現 

 

目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

（１）住宅を市場において自力で確保することが難しい低額所得者、高齢者、障害者、ひとり親・多

子世帯等の子育て世帯、生活保護受給者、外国人、ホームレス等（住宅確保要配慮者）が、安

心して暮らせる住宅を確保できる環境を実現 

 

②
住
宅
ス
ト
ッ
ク
か
ら
の
視
点 

目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

（１）「住宅すごろく」（住宅購入でゴール）を超えて、適切な維持管理やリフォームの実施により、

価値が低下せず、魅力が市場で評価され、流通することにより、資産として次の世代に承継さ

れていく新たな流れの創出 

（２）リフォーム投資の拡大と住み替え需要の喚起により、多様な居住ニーズに対応するとともに、

人口減少時代の住宅市場の新たな牽引力を創出 

 

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新 

（１）耐震性を充たさない住宅(約 900 万戸)、省エネ性を充たさない住宅やバリアフリー化されてい

ない住宅等の建替えやリフォームなどにより、安全で質の高い住宅ストックに更新 

（２）多数の区分所有者の合意形成という特有の難しさを抱える老朽化マンションの建替え・改修を

促進し、耐震性等の安全性や質の向上を図る 

 

目標６：急増する空き家の活用・除却の推進 

（１）利活用、計画的な解体・撤去を推進し、増加を抑制 

（２）地方圏においては特に増加が著しいため、対策を総合的に推進し、地方創生に貢献 

 

③
産
業
・
地
域
か
ら
の
視
点 

目標７：強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長 
（１）住生活産業の担い手を確保・育成し、地域経済を活性化するとともに、良質で安全な住宅を供

給できる環境を実現 

（２）住生活に関連する新しいビジネスを成長させ、居住者の利便性の向上とともに、経済成長に貢献  

 

目標８：住宅地の魅力の維持・向上 
（１）地域の特性に応じて、居住環境やコミュニティをより豊かなものにすることを目指す 

（２）国土強靱化の理念を踏まえ、自然災害等に対する防災・減災対策を推進し、居住者の安全性の

確保・向上を促進 

 

主な成果指標：子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 42%(H25)→50%(H37)(全国) 

主な成果指標：高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 2.1%(H26)→4%(H37) 

主な成果指標：最低居住面積水準未満率 4.2%(H25)→早期解消 

主な成果指標：既存住宅流通の市場規模 4 兆円(H25)→8 兆円(H37) 

主な成果指標：耐震性を有しない住宅ストック比率 18%(H25)→概ね解消(H37) 

主な成果指標：空家等対策計画を策定した市区町村数の割合 0%(H25)→概ね 8 割(H37) 

主な成果指標：リフォームの市場規模 7 兆円(H25)→12 兆円(H37) 

主な成果指標：地震時等に著しく危険な密集市街地の面積 約 4,450ha(H25)→概ね解消(H32) 

第２章 上位・関連計画の位置づけ 
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（２）茨城県住生活基本計画 

策定時期 平成 28 年度予定 

計画期間 平成 28 年度～平成 37 年度 

理  念 「ゆとりの住まい・安心の住まい・みんなで創る・いばらきの住まいづくり」 

基
本
方
針
と
施
策 

Ⅰ：安全・安心な住生活を支える住まい・まちづくり 

（１）災害に強い安全な住まい・まちづくり 

①住まい等の災害復興支援（被災者の生活支援等） 

②災害に強い住まい・まちづくり（住宅の耐震化等） 

③防犯性の高い住まい・まちづくり（地域における防犯対策等） 

④健康に配慮した住まいづくり（シックハウス等） 

（２）住生活の安心を支える住まい・まちづくり 

①高齢者や障がい者等に配慮した住まい・まちづくり（高齢者や障がい者向け住宅の確保等）

②安心して子育てできる住まい・まちづくり（子育てしやすい住環境の整備等） 

③ユニバーサルデザインによる住まい・まちづくり（バリアフリー化の促進等） 

Ⅱ：住宅セーフティネットの構築 

（１）公営住宅の適切な供給と管理 

①公営住宅の的確な供給（公営住宅の今後のあり方の検討等） 

②適切な入居管理の推進（入居管理の見直し等） 

（２）民間賃貸住宅における住宅セーフティネットの構築 

①民間賃貸住宅の入居支援（民間事業者等と連携した居住支援等） 

②関係団体との連携強化（居住支援協議会等） 

③多様な居住ニーズに対応する賃貸住宅市場の形成（民間事業者との連携等） 

Ⅲ：良質な住まいづくりと地域住宅産業の活性化 

（１）良質な住まいづくり 

①新築住宅の品質確保（良質な住宅建築の推進等） 

②長期優良住宅の普及促進（県民・事業者に対する情報提供等） 

③環境に配慮した住まいづくり（省エネ、再生可能エネルギー導入の促進等） 

（２）県産木材の活用と地域住宅産業の活性化 

①県産木材を活用した住まいづくり（地域資源の活用等） 

②地域住宅産業の活性化（住宅関連事業者の活性化等） 

（３）住宅の適切な維持管理 

・リフォームの環境整備（情報提供、技術力向上等） 

・分譲マンションの適切な維持管理等の促進（現況把握・管理への支援等） 

Ⅳ：持続可能なまちづくり 

（１）空き家の活用・管理 

①空き家の利活用の促進（移住・二地域居住推進等） 

②生活環境に悪影響を及ぼす空き家への措置（危険空き家の除却の促進等） 

（２）地域らしいまちづくり 

①個性とゆとりある住まい・まちづくり（良好な地域景観の形成等） 

②地域コミュニティの維持・再生に向けた取り組みの促進（大規模団地の再生等） 

③市町村による地域特性に対応した取り組みの促進（計画的な展開等） 

（３）住宅市場の環境整備 

①既存住宅の活用の促進（消費者の不安の解消等） 

②情報の提供と相談体制の整備（総合的な情報提供等） 
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２．常陸大宮市における上位・関連計画の位置づけ 

（１）常陸大宮市総合計画 

策定時期 平成 28 年度 

計画期間 

「ひたちおおみや未来創造ビジョン」：2050 年（平成 62 年）頃を展望した長期構想 

「ひたちおおみや未来創造アクションプラン」 

：2017 年度（平成 29 年度）～2021 年度（平成 33 年度） 

将 来 像 「人が輝き 安心・快適で 活力と誇りあふれるまち」 

人口の見通し 概ね 26,000 人（2050 年（平成 62年））※常陸大宮市人口ビジョンより 

まちづくりの 

基本理念 

郷育
きょういく

立市
り っ し

の考えを踏まえ、3つの基本理念により、本市ならではのまちづくりを進める。 

「輝くひとを育むまちづくり」「安心･快適なまちづくり」「活力と誇りあふれるまちづくり」

施
策
の
大
綱
（
大
綱
と
政
策
） 

大綱１：未来を拓き、自分らしく輝くひとを育むまち 

政策 1 未来を担う子どもたちを育むまちづくり／政策 2 生涯にわたって元気に学び合うまち

づくり 

大綱２：だれもが安心して暮らせるまち 

政策 1 健やかにいきいきと暮らせるまちづくり／政策 2 みんなで助け合い支え合うまちづく

り／政策 3 災害に強いまちづくり 

大綱３：自然と調和した快適で安全なまち 

政策1 魅力と特色あるまちづくり／政策2 社会基盤の整った快適なまちづくり／政策3 豊か

な自然と調和した環境にやさしいまちづくり／政策 4 安全・安心な暮らしを守るまちづくり 

大綱４：みんなでつくる協働のまち 

政策1 市民の多様な活動を推進するまちづくり／政策2 夢と希望に満ちたまちづくり／政策3 

戦略的な視点に立った持続可能なまちづくり 

大綱５：魅力ある資源を生かした活力と誇りあふれるまち 

政策 1 誇りあふれる新たな産業を創出するまちづくり／政策 2 交流とにぎわいを創出する魅

力あるまちづくり／政策 3 活力ある農林業等の推進によるまちづくり 

政
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

プロジェクトⅠ：常陸大宮を支える「ひとづくり」プロジェクト 

戦略 1 結婚・出産・子育て支援の環境づくり／戦略 2 教育の充実・郷育の推進に向けた環境づ

くり／戦略 3 社会参加の環境づくり／戦略 4 長寿活躍の環境づくり 

プロジェクトⅡ：地域の元気創造「まち(拠点)づくり」プロジェクト 

戦略 1 地域の特性を生かした「まち(拠点)づくり」の取組方針の策定／戦略 2 地域資源を生か

したイベント・交流事業の展開／戦略 3 地域コミュニティ活動・地域づくり活動への支援 

プロジェクトⅢ：暮らしの安全・安心プロジェクト 

戦略 1 総合的な防災力の強化／戦略 2 防犯・交通・生活安全対策の充実の推進／戦略 3 みん

なで支える安心して暮らせる地域づくり 

プロジェクトⅣ：活力の創出「しごと・ものづくり」プロジェクト 

戦略 1 産業の振興と担い手育成支援によるしごとづくり／戦略 2 若者や高齢者などみんなが

活躍できる環境づくり／戦略 3 地域資源を生かしたしごとづくり・ものづくり／戦略 4 起業者

支援・企業誘致によるしごとづくり 

プロジェクトⅤ：戦略的魅力発信プロジェクト  

戦略 1 地域資源の磨き上げとメディア戦略／戦略 2 市民に対する魅力の発信と共有／戦略 3 

観光物産プロモーションの展開／戦略 4 移住定住プロモーションの展開 
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将
来
の
土
地
利
用
・
都
市
構
造
図 
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（２）郷育立市・常陸大宮市の未来を拓くまちづくりプラン－常陸大宮市創生総合戦略― 

策定時期 平成 28 年 6 月改訂 

計画期間 平成 27 年度～平成 31 年度 

人
口
ビ
ジ
ョ
ン 

【将来展望】 

人口構造のバランスの安定と 2060 年（平成 72 年）の総人口約 22,200 人 

【将来展望実現のための目標】 

2060 年までに合計特殊出生率 2.07 

【目指すべき方向性】 

①進学・就職で転出する（した）人材の Uターン促進 

②結婚・子育て世代の移住・定住の促進・転出抑制 

③合計特殊出生率の向上 

総
合
戦
略 

【全体の考え方】 

“郷育立市”を基軸とした、まちづくり、ひとづくり、しごとづくり 

【基本方針と基本目標】 

「まち」：魅力あるまちづくり～住みたいまち、住みよいまちに～ 

さまざまなまちの魅力や情報の収集を図り、まちの魅力をより多くの人々に発信し、住みたい

まち、住みよいまちを実現するための生活環境を整えるとともに、地域と地域の連携を促進する 

 

「ひと」：結婚・出産・子育て～子どもを産み育てやすいまちに～ 

人と人の出会いを生み結婚の機会を増やし、安心して子どもを産み育てたいと思える環境を整

えながら、郷土への誇りと愛着を醸成する 

 

「しごと」：雇用の創出・移住定住～働きたい仕事をつくり、移住定住につなげる～ 

雇用の受け皿を拡げ新たな雇用も生み出すとともに、地域外からの移住及び地域内の定住を促

進する 

 

 

（３）常陸大宮市地域防災計画 

策定時期 平成 25 年 3 月（平成 28年 3 月一部改訂） 

震
災
対
策
計
画 

（
予
防
計
画
） 

【防災まちづくりの推進】 
第１ 防災まちづくり方針の策定 
災害に強いまちづくりの計画的な推進の観点から災害に強いまちづくりの総点検を行い、総合

計画との整合を図りながら、防災まちづくりの方針を作成し、根幹的な公共施設の整備や道路、

公園等の整備、地区レベルの防災性の強化を図るための地区計画制度の活用、建築物の不燃化等

を総合的に推進する。 

 
第２ 防災空間の確保 
災害に強いまちづくりを進めるため、公共施設や道路、公園等の整備に努める。 

１ 緑地保全地区の指定／２ 延焼遮断空間の形成／３ 防災通路や避難路の整備の推進／ 

４ 避難地となる公園等の整備の推進 

 
第３ 地震に強いまちづくりの推進 
地震に強いまちづくりに向けて、耐震診断・耐震改修の促進、応急危険度判定体制の強化、落

下物対策の推進を図る。 

１ 耐震診断・耐震改修の促進／２ 応急危険度判定体制の強化／３ 落下物対策の推進／ 

４ 土木施設の安全性の強化／５ ライフライン施設の安全性の強化／ 

６ 電源の確保と多様なエネルギーの普及／７ 地盤災害の予防 

【数値目標】市民の満足度：71%(H27)⇒71%以上を維持(H31) 

【数値目標】合計特殊出生率：1.38%(H20～H24)⇒1.41%(H25～H29)※ベイズ推定値 

【数値目標】昼夜間人口比率：86.20%(H17)⇒87.85%(H22)⇒89.0%(H32) 
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（４）常陸大宮市都市計画マスタープラン 

策定時期 平成 22 年 3 月 

目標年次 平成 38 年(2026 年) 

将 来 像 「豊かな自然と調和した安心・快適な活力のまち」 

将来目標 人口 45,085 人、世帯数 18,197 世帯（平成 38 年） 

土地利用 

基本方針 

①美しい市街地と自然空間が共生する都市空間の形成 
②計画的・効果的な土地利用の推進 
③美しい環境・景観の創造 

地
域
別
の
整
備
計
画 

【大宮台地の整備方針】 
①都市中心拠点整備 

JR 常陸大宮駅周辺、本庁舎やロゼホール等の中心市街地では、行政関係の機能の他、医療・

福祉機能、情報・サービス機能等の業務・商業系の土地利用配置を図るとともに、防災性の向

上を図るため、面的整備事業や住環境整備事業、地区計画等による少子高齢化に対応したコン

パクトシティとしての整備を図る。 

②都市副次線形拠点整備 
用途地域から白地地域までの国道 118 号沿道周辺地区は、業務・商業施設の立地を促進する

など、幹線道路沿道に相応しい自動車交通の利便性を活かした高度利用を図る。 

③既成市街地整備 
住居系市街地においては、生活者にとって快適な住環境の形成のため、狭あい道路や行き止

まり道路の整備、生活排水や中心市街地における公園等の整備を図る。 

【台地西側の白地地域の整備方針】 
水戸北部中核工業団地を中心とした新しい生産環境を核として、自然環境や営農環境と共存し

た丘陵地開発や美しい集落づくりを進める。 

【都市計画区域外の整備方針】 
農林漁業振興及び自然環境保全の観点から、地域固有の特色ある地域整備の方策を検討すると

ともに、市民及び他地域からの来訪者のための保養休養・リゾート・レクリエーション等に対応

した適正な土地利用配置を図る。 

 

（５）第２期常陸大宮市地域福祉計画 

策定時期 平成 27 年 3 月 

計画期間 平成 27 年度～平成 31 年度（5年間） 

基本理念 「健やかで笑顔の暮らしを育むまち」～思いやり、支え合う、生涯笑顔のいきいき福祉社会～ 

福祉のまちづくりの実現のために、「自助」、「共助」、「公助」と、公共的な役割を分担した地域

福祉体制をつくりあげ、思いやりとやさしさあふれ、住み慣れた地域でいつまでも暮らすことがで

きる「常陸大宮市」の構築を目指す。 

基
本
目
標
と
基
本
施
策 

「ともに支え合う地域づくり 
基本施策：地域活動への参加／就労支援／社会的な自立の支援／気軽に相談できる体制づくり 

 

「人の輪をつなぐ地域づくり」 
基本施策：支え合いの醸成／コミュニティの活性化／福祉ネットワークの構築／ 

ボランティア活動の推進／福祉のひとづくり 

 

「安心の暮らしづくり」 
基本施策：福祉情報の提供／権利擁護への取り組み／サービスの充実／災害時の支援体制 
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（６）常陸大宮市環境基本計画 

策定時期 平成 25 年 3 月 

計画期間 平成 24 年度～平成 29 年度 

望ましい 

環境像 
「清流と里山に学び、みんなで創る環境にやさしいまち 常陸大宮」 

基
本
目
標
と
施
策
の
方
向 

１．地球にやさしい暮らしや活動が営まれるまち 

1-1 環境に配慮したエネルギー利用の推進／1-2 地球温暖化防止への取組の推進 

２．資源を大切にする循環型社会のまち 

2-1 ごみの発生抑制と減量化の推進／2-2 資源の再利用・再資源化への取組の推進／ 

2-3 環境に配慮した廃棄物の適正処理の推進／2-4 不法投棄のない美しいまちづくりの推進 

３．清らかな環境を守り健康的な暮らしが営まれるまち 

3-1 さわやかな空気の確保／3-2 清らかな水の確保／3-3 安全・安心な暮らしの確保 

４．自然と人との豊かなふれあいによる潤いとやすらぎのあるまち 

4-1 生物の多様性の確保／4-2 清流の豊かな恵みの保全と活用／ 

4-3 緑豊かな里山の保全と活用／4-4 美しい快適な生活空間の確保 

５．地域に学びみんなで築く“環境のこころ”が育まれるまち 

5-1 個性豊かな環境教育・環境学習の推進／ 

5-2 環境パートナーシップによる環境保全活動の推進／ 

5-3 環境情報の整備・発信と交流の促進／5-4 自主的な環境配慮の推進 

 

（７）常陸大宮市公営住宅等長寿命化計画 

策定時期 平成 24 年 3 月 

計画期間 平成 24 年度～平成 33 年度 

基
本
目
標 

（１）真に住宅に困窮する世帯に対応した住宅の供給 

ア 自力では最低居住面積水準を満たす住宅に住めない世帯への対応／ 

イ 高齢者、障がい者、子育て世帯への対応／ウ 緊急時に対応した住宅の確保 

（２）入居需要と適正管理を踏まえた住宅ストックの活用 

ア 小規模団地の統廃合による老朽化した団地の建替え、用途廃止／ 

イ 居住水準及び居住環境の向上を図る改善に実施／ウ 管理コストの縮減 

（３）安全で暮らしやすい住宅づくり 

ア 安心して暮らせる居住環境の確保／イ 利便性の高い住宅ストックの確保／ 

ウ 福祉施策との連携／エ 環境と調和する住宅の供給 

（４）入居世帯の構成に柔軟に対応した住宅の活用 

ア 各年代層がいっしょに住む多様なコミュニティの形成／ 

イ 入居者の世帯構成からみた適正なタイプの住宅供給／ウ 適正入居の促進 

市 

営 

住 

宅 

目
標
ス
ト
ッ
ク
数 

 
対 象 住 戸 算 定 戸 数 

目標年次における公営住宅等戸数 676 戸 

県営住宅による分担戸数 70 戸 

市営住宅の将来必要(目標)ストック数 606 戸 
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（８）常陸大宮市市民協働のまちづくり指針～市民と市が一緒に進めるまちづくりガイド～ 

策定時期 平成 27 年 12 月 

１
０
年
後
（
２
０
２
５
年
）
の
目
標
と
市
民
の
姿 

【10 年後（2025 年）の目標（常陸大宮市のあるべき姿）】 

a.高齢化 

１．子どもから高齢者まで、地域で支えあいながら、高齢者が安心して生活することができている 

２．趣味やスポーツを通じた世代間交流が進み、高齢者の生きがいと出番が確保されている 

b.過疎化 

３．里山など地域資源を活かした地域の魅力づくりが進み、地域が元気になり、その魅力が市内

外に発信され、交流・定住人口が増えている 

４．若者の働く場が確保され、また定年後の多様な働き方も保障され、一定の人口が維持されている 

c.地域活動 

５．住民が地域に愛着を持ち、積極的に学び、地域活動が盛んになっている 

d.子育て 

６．地域全体で子どもを育み、子どもも地域も元気な子育て先進地域となり、移住する家族が増えている 

７．父親が積極的に子育てを行い、子育てに関する地域活動にも参加している 

e.防災・減災 

８．多くの市民の認識が高まり、災害時に要援護者も安全・円滑に避難できる体制が確立し、非

常時に対応できる設備や物資が確保されている 

f.海外出身者 

９．海外出身者と地域住民の異文化間交流が進められている 

10．海外出身者が市政や地域活動などに主体的に参加するようになっている 

【10年後（2025 年）の市民の姿】 

（１）まちづくりに進んで参画し、自分たちで地域の困りごとを解決することができる 

（２）まちづくりへの参画を通して、人と人の交流が生まれ、助け合う地域社会が生まれる 

（３）地域生活での生きがいをつくり、地域への愛着を育てる 
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１．市の概況 

（１）位置・地勢 

本市は、平成 16 年に那珂郡大宮町、山方町、美和村、緒川村及び東茨城郡御前山村が合併して

誕生しました。 

県都水戸から約 20km、茨城県の北西部に位置し、北は久慈郡大子町、東は常陸太田市、南は那

珂市及び東茨城郡城里町、西は栃木県那須郡那珂川町、那須烏山市及び芳賀郡茂木町に隣接して

います。 

また、本市は八溝山地と阿武隈山地の一部を含み、348.45 平方キロメートルもの面積を有して

いるとともに、市内の東部と西部にはそれぞれ、広大な流域面積を誇る那珂川や久慈川が流れ、

豊かな森と清流に恵まれた田園環境を形成しています。 

市内には、水戸市方面を

結ぶ国道 118 号及び国道

123 号と、日立市方面を結

ぶ国道 293 号の 3つの広域

幹線道路が整備され、市内

の東部には JR 水郡線が縦

断し、水戸市を中心とする

都市圏への交通利便性が確

保されています。 

さらに、国道 118 号と国

道 293 号が交差し、JR 常陸

大宮駅が位置する大宮地域

では、地域の一部が常陸大

宮都市計画区域に指定され、

幹線道路の沿道を中心とし

て、商業地や住宅地が形成

されるとともに、地域西部

の台地上には工業団地が整

備されるなど、交通の要所

として本市の中心的な市街

地が形成されています。 

 

 

  
【凡例】

N

国道

主要地方道

鉄道

主要河川

都市計画区域

用途地域

地域区分界

常陸大宮駅常陸大宮駅

玉川村駅玉川村駅

野上原駅野上原駅

山方宿駅山方宿駅

中舟生駅中舟生駅

下小川駅下小川駅

国道 123 号国道 123 号

那
珂
川

那
珂
川

久
慈
川

久
慈
川

ＪＲ水
郡
線

ＪＲ水
郡
線

国道
293 号

国道
293 号

国
道
118

号

国
道
118

号

美和地域美和地域

山方地域山方地域

緒川地域緒川地域

御前山地域御前山地域

大宮地域大宮地域

大子町大子町

常
陸
太
田
市

常
陸
太
田
市

城里町城里町

那珂市那珂市

栃
木
県

栃
木
県

概況図 
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（２）土地利用 

本市の土地利用状況は、市域の約 62%を山林が占め、次

いで農地（田畑）が約 16%となっており、宅地は約 5%の割

合となっています。 

また、宅地や農地は、山間部を流れる河川流域に広く分

布しており、特に、久慈川流域や大宮地域の低地部に集積

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
農地 ( 田・畑 )

山林

原野・雑種地

河川・湖沼

宅地

その他 ( ゴルフ場含む )

地域区分界

美和地域美和地域

山方地域山方地域

緒川地域緒川地域

御前山地域御前山地域

大宮地域大宮地域

N

土地利用現況図 

資料：国土数値情報 土地利用細分メッシュ（国土交通省国土政策局国土情報課）より作成 

土地利用の割合（平成 24 年度） 

資料：常陸大宮市
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２．人口・世帯数の推移 

 

（１）人口・世帯数 

本市の人口は、減少傾向で推移しており、2015 年（平成 27 年）には 42,587 人となっています。

その後の将来推計では、2025 年（平成 37 年）に約 12％の減少となる 37,663 人になることが予想

されています。 

一方、世帯数は核家族や単身世帯の増加により、2010 年（平成 22 年）まで増加傾向で推移し

ますが、2015 年（平成 27 年）には減少傾向に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢構成別人口 

年齢構成別人口では、年少人口や生産年齢人口が減少傾向で推移する一方、老年人口は増加傾

向で推移しており、将来においても少子高齢化の進行が予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49,670 49,561 48,964 47,808 
45,178 

42,587 
40,094 

37,663 
35,367 

14,120 14,905 15,566 16,029 16,087 16,005 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990年

(平成2年)

1995年

(平成7年)

2000年

(平成12年)

2005年

(平成17年)

2010年

(平成22年)

2015年

(平成27年)

2020年

(平成32年)

2025年

(平成37年)

2030年

(平成42年)
人口(人) 世帯数(世帯)

推
計
値 

実
績
値 

人口・世帯数の推移 

年齢構成別人口の推移 

資料：国勢調査(実績値)、常陸大宮市人口ビジョン(推計値)

推計値実績値

資料：国勢調査(実績値)、常陸大宮市人口ビジョン(推計値)
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（３）地域別人口 

旧町村を単位とする地域別人口では、大宮地域の人口割合が最も多く、市全体の約 60％を占め

ており、次いで山方地域（約 15％）、御前山地域（約 9％）、緒川地域（約 8％）、美和地域（約 8％）

となっています。 

また、地域別人口の推移では、2008 年（平成 18 年）以降、大宮地域を除く全ての地域におい

て 5％以上の減少率で推移していますが、大宮地域においては減少傾向で推移するものの、減少

幅が縮小しています。 

さらに、地域別世帯数の推移では、大宮地域を除く全ての地域において減少傾向で推移してい

ますが、大宮地域では、2009 年（平成 21 年）以降、増加傾向で推移しています。なお、山方地

域や御前山地域では、2006 年（平成 18 年）以降、世帯数の減少幅が縮小しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：常住人口調査

地域別人口の割合（平成27年4月時点）

大宮地域の人口・世帯数増減率 

山方地域の人口・世帯数増減率 美和地域の人口・世帯数増減率 

緒川地域の人口・世帯数増減率 御前山地域の人口・世帯数増減率 
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地域別の人口増減や高齢化率（65 歳以上の人口割合）の状況では、多くの地域において人口が

減少し、高い高齢化率となっていますが、大宮地域や山方地域の一部の地区では、人口が増加し

ているとともに、他地域と比べ、高齢化率が低い状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【凡例】

N

100 人以上増加

25 人～ 99 人増加

0 人～ 24 人増加

地域区分界

1 人～ 49 人減少

50 人～ 99 人減少

100 人以上減少

美和地域美和地域

山方地域山方地域

緒川地域緒川地域

御前山地域御前山地域

大宮地域大宮地域

【凡例】

N

40％以上

30％以上 40％未満

21％以上 30％未満

地域区分界

14％以上 21％未満

 7％以上 14％未満

 0％以上 7％未満

美和地域美和地域

山方地域山方地域

緒川地域緒川地域

御前山地域御前山地域

大宮地域大宮地域

地域別人口増減数の状況（平成 12 年-平成 22 年） 

地域別高齢化率の状況（平成 22 年） 

資料：国勢調査 
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常陸大宮市常陸大宮市

大子町大子町

常陸太田市常陸太田市

城里町城里町
那珂市那珂市

日立市日立市

ひたちなか市ひたちなか市
水戸市水戸市

高萩市高萩市

笠間市笠間市

県外県外

転入

転出

転入・転出者数の多い主な地域 

常陸大宮市常陸大宮市

大子町大子町

常陸太田市常陸太田市

城里町城里町
那珂市那珂市

日立市日立市

ひたちなか市ひたちなか市
水戸市水戸市

高萩市高萩市

笠間市笠間市

県外県外

流入

流出

通勤・通学者数の多い主な地域 

（４）転入・転出者数 

本市への転入者数や、本市からの転出者数の多い

主な市町村は、いずれも水戸市、那珂市、ひたちな

か市、常陸太田市及び大子町となっており、このう

ち、大子町を除く全ての市において転出超過となっ

ています。 

また、県外への転出入者数では、それぞれ 300 人

以上の移動がありますが、転出超過となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）通勤・通学者数 

通勤・通学者数の多い主な市町村は、転出入の状

況と同様に、水戸市、那珂市、ひたちなか市、常陸

太田市及び大子町となっており、水戸市を中心とす

る圏域との関係性が非常に強いことが分かります。 

また、このうち大子町や常陸太田市、那珂市にお

いては流入超過となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳人口移動報告(H26)より作成

資料：国勢調査(H22)より作成
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（６）子育て世帯 

子育て世帯（18 歳未満の親族のいる世帯）は減少傾向で推移し、2015 年（平成 27 年）時点に

おいて 3,241 世帯（6歳未満の親族のいる世帯は 1,146 世帯）となっており、1990 年（平成 2年）

と比較すると約 44％（6歳未満の親族のいる世帯は約 48％）減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）高齢者世帯 

高齢者世帯（65 歳以上の親族のいる世帯）は増加傾向で推移し、2015 年（平成 27 年）時点に

おいて 8,875 世帯となっており、1990 年（平成 2年）と比較すると約 24％増加しています。 

また、高齢者の単身世帯や夫婦世帯についても増加傾向で推移しており、2015 年（平成 27 年）

時点において計 4,458 世帯となっており、高齢者世帯の約 50％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

子育て世帯の推移 

高齢者世帯の推移 
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（８）要介護認定者数 

要介護認定者数は増加傾向で推移し,2013年（平成25年）時点において2,484人となっており、

2009 年（平成 21 年）と比較すると約 19％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）障がい者数 

障がい者数のうち、身体障害者手帳所持者数はわずかに減少しているものの、障がい者の総数

では微増傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要介護認定者数の推移 

資料：介護保険事業状況報告

資料：第 2期常陸大宮市地域福祉計画 

【要支援者】 

日常生活において、原則 6か月以上の期間にわたり、継続して介護が必要な状態の軽減や重度化の防止のための支援が

必要な状態にある人※介護認定基準時間により要支援 1・2 に区分される 

【要介護者】 

日常生活において、原則 6か月以上の期間にわたり、継続して常時介護を必要とする状態にある人 

※介護認定基準時間により要介護 1～5に区分される 

障がい者数の推移 
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（10）生活保護受給者数 

生活保護受給者数は、社会経済情勢の影響や、高齢者の増加などを背景として、年々増加傾向

で推移しています。 
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259 
273 
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204 
220 

257 

0
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350

平成17年度 平成20年度 平成23年度 平成25年度

生活保護世帯人員(人) 生活保護世帯(世帯)

生活保護受給者数の推移 

資料：第 2期常陸大宮市地域福祉計画 
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３．住宅ストックの状況 

 

（１）住宅ストック数 

本市の住宅ストックは、2013 年（平成 25 年）時点において 17,970 戸となっており、2008 年（平

成 20 年）と比較して約 7％増加しています。 

また、人口減少や高齢者の増加などを背景として、本市においても空き家が増加しており、2013

年（平成 25 年）時点において住宅総数の約 14％を占める 2,560 戸の空き家が存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）所有関係別ストック数 

本市の住宅ストック（居住世帯のあるもの）は、持ち家が約 82％を占めており、そのうち、ほ

ぼ全ての住宅が一戸建となっています。 

また、住宅ストックの約 18％を占める借家については、共同住宅が約 55％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住宅ストックの推移 

所有関係別住宅割合（居住世帯あり） 

【長屋建】 

二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの

【共同住宅】 

一棟の中に二つ以上の住宅があり、廊下・階段などを共用しているものや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの 

所有関係別・建て方別住宅割合（居住世帯あり） 

0.2%(長屋建)

0.1%(共同住宅)

資料：住宅・土地統計調査 

資料：住宅・土地統計調査（H25） 



第 3 章 住まいづくりに関する現状と課題 

－23－ 
 

（３）空き家 

本市にある空き家 2,560 戸のうち、1,470 戸（約 57％）が一戸建の空き家なっています。 

また、空き家のうち、居住世帯が長期にわたって不在となっている住宅（その他）が 1,560 戸

（約 61％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）住宅の構造 

本市の住宅ストックのうち、約 90％の住宅が木造となっており、鉄筋・鉄骨コンクリート造や

鉄骨造の住宅はわずか約 5～6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住宅構造別割合 

資料：住宅・土地統計調査（H25）

建て方別空き家割合 

目的別空き家割合 

【二次的住宅】 

週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んでいない住宅（別荘）など 

【その他】 

入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 

資料：住宅・土地統計調査（H25） 
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（５）住宅の建築時期 

本市の住宅ストックは、1971 年（昭和 46 年）から 1990 年（平成 2年）に建築された住宅が全

体の約 37％を占めており、以降、減少傾向で推移しています。 

また、1981 年（昭和 56 年）6月以前の旧耐震基準により建築されたものと思われる住宅は 5,730

戸存在し、住宅ストックの約 38％を占めています。 

なお、旧耐震基準により建築された住宅の約 98％は木造住宅となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）住宅の規模 

本市の住宅ストックでは、60 ㎡以上の住宅において、持ち家の割合が高くなっていますが、60

㎡未満の住宅では、民営の借家の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住宅・土地統計調査（H25）

新
耐
震
基
準

旧
耐
震
基
準 

建築年別住宅戸数 

81戸
310戸

702戸
887戸 875戸

661戸
860戸 797戸

1,360戸

2,251戸

3,660戸

2,711戸

500戸
257戸

0戸

500戸

1,000戸

1,500戸

2,000戸

2,500戸

3,000戸

3,500戸

4,000戸

持ち家 公営の借家 民営の借家 給与住宅 間借り

規模別住宅戸数 

資料：住宅・土地統計調査（H25）
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（７）居住面積水準 

最低居住面積水準に満たない住宅世帯は、全体のわずか約 3％となっていますが、誘導居住面

積水準に満たない住宅世帯は約 28％となっています。 

また、住宅種別の状況では、公営・民営の借家や給与住宅において、最低居住面積水準に満た

ない世帯の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 概  要 算 定 式 
子どもに係る世帯

人数の換算 

最低居

住面積

水準 

世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基

本として必要不可欠な住宅の面積に関する水

準 

①単身者：25 ㎡ 

②2 人以上の世帯：10 ㎡×世

帯人数＋10 ㎡ 

3 歳未満 

0.25 人 

 

3 歳以上 

6 歳未満 

0.5 人 

 

6 歳以上 

10 歳未満 

0.75 人 

誘導居

住面積

水準 

世帯人数に応じて、

豊かな住生活の実現

の前提として、多様

なライフスタイルを

想定した場合に必要

と考えられる住宅の

面積に関する水準 

【都市型居住】 

都心とその周辺での共同

住宅居住を想定 

①単身者：40 ㎡ 

②2 人以上の世帯：20 ㎡×世

帯人数＋15 ㎡ 

【一般型】 

郊外や都市部以外での戸

建住宅居住を想定 

①単身者：55 ㎡ 

②2 人以上の世帯：25 ㎡×世

帯人数＋25 ㎡ 

（注 1）子どもに係る世帯人数の換算により、世帯人数が 2 人に満たない場合は、2 人とする 
（注 2）世帯人数が 4 人を超える場合は、5％控除される 

 
世帯人数別の面積例(単位：㎡) 

単身 2 人 3 人 4 人 

誘導居住面積水準 

一般型 55 
75 

【75】 

100 

【87.5】 

125 

【112.5】 

都市居住型 40 
55 

【55】 

75 

【65】 

95 

【85】 

最低居住面積水準 25 
30 

【30】 

40 

【35】 

50 

【45】 

【 】内は 3～5 歳児が 1 名いる場合  

【居住面積水準】 

資料：住宅・土地統計調査（H25）

居住面積水準別世帯数 所有関係別・居住面積水準別世帯数割合 
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（８）バリアフリー化 

高齢者世帯（65 歳以上の世帯員のいる世帯）の住宅において、手すりの設置などの一定のバリ

アフリー設備を有している住宅は全体の約 32％となっており、所有関係別では、持ち家に比べ、

借家が低い状況となっています。 

また、建築時期ごとの割合では、高齢化の進行とともに、増加傾向で推移しており、住宅のバ

リアフリー化の普及が進んでいます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者世帯の住宅における一定のバリアフリー設備の設置割合 

高齢者世帯における一定のバリアフリー設備設置割合の推移 

資料：住宅・土地統計調査（H25） 

※一定のバリアフリー：2 箇所以上の手すりの設置や、段差のない屋内を有する住宅 
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（９）省エネルギー化 

住宅における省エネルギー化の状況として、二重サッシ又は複層ガラスを設置している住宅や、

太陽光発電機器を設置している住宅は増加傾向にあり、省エネルギー設備に関する技術の発展や、

設置に対する補助金制度の充実により、一般世帯への普及が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

二重サッシ・複層ガラス設置割合の推移 

太陽熱・太陽光利用設備設置割合の推移 

資料：住宅・土地統計調査（H25）
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（10）所有関係別世帯数 

本市における世帯数は、これまで増加傾向で推移してきましたが、2015 年（平成 27 年）に減

少傾向に転じています。 

また、持ち家や公営の借家及び給与住宅は、2005 年（平成 17 年）以降、減少に転じています

が、民営の借家は一貫して増加傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）世帯類型別の住宅所有状況 

本市に居住する世帯数は、持ち家に居住する世帯が多くを占めていますが、高齢者を除く単身

世帯では、借家の割合が約 56％となっているとともに、高齢者を除く夫婦や、夫婦やひとり親と

子どもの世帯では約 21％以上の世帯が借家となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所有関係別世帯数の推移 

資料：国勢調査 

家族類型別・所有関係別世帯数 

資料：住宅・土地統計調査(H25) 
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（12）住宅着工状況 

近年における本市の住宅着工戸数は、平成 23 年度から 25 年度にかけて、借家が大きく増加す

るとともに、持ち家の微増により、平成 25 年度には 297 戸の供給数となりますが、以降、持ち家

及び借家の着工戸数が減少し、全体の供給数が減少傾向に転じており、平成 27 年度の住宅供給数

は 156 戸となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）地価 

住宅地における地価は減少傾向で推移し、特に、東日本大震災発生後の平成 23 年から 25 年に

かけては大きく減少しており、平成 28 年時点の地価は 21,100 円/㎡となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

271戸

197戸

247戸

207戸

171戸

220戸
235戸

297戸

202戸

156戸

0戸

50戸

100戸

150戸

200戸

250戸

300戸

350戸

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

総数 持ち家 借家 給与住宅 分譲住宅

住宅着工戸数の推移 

資料：茨城県住宅着工データ

住宅地における地価(平均価格)の推移 

資料：地価公示
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（14）災害の状況 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、震度 6強を観測した本震と震度 5弱クラス

の余震により、市役所や消防本部などの公共施設に損壊が生じるとともに、道路の路面沈下や河

川の堤防亀裂、建物の全壊被害などが発生し、本市において過去に経験のない非常に大きな被害

が生じました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

東日本大震災による本市の被害状況 

資料：常陸大宮市地域防災計画
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４．公営住宅ストックの状況 

 

（１）公営住宅の位置 

本市には市営住宅が 35 団地（特定公共賃貸住宅を含む）、県営住宅が 5団地整備されています。 

地域別では、大宮地域に 11 団地、山方地域に 10 団地、美和地域に 2団地、緒川地域に 5団地、

御前山地域に 7団地となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公営住宅位置図 

【特定公共賃貸住宅】 

中堅所得者世帯を対象として優良な賃貸住宅を供給するため、市が整備した賃貸住宅 
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（２）公営住宅の概況 

本市の市営住宅は、公営住宅と特定公共賃貸住宅で構成され、管理戸数は公営住宅 239 棟 609

戸、特定公共賃貸住宅 24 棟 58 戸あり、合計で 263 棟 667 戸となっています。また、県営住宅は、

25 棟 70 戸となっており、市営・県営住宅の総管理戸数は 288 棟 737 戸となっています。 

 

 
地域 住宅名 種別 棟数 戸数 建設年度 構造階数 間取り 

大宮 

東野東原住宅 公営 1 1 S34 木 1 2K 

東野泉住宅 公営 4 8 S41～49 木 1 簡 1 2K 

石沢住宅 公営 1 4 S51 簡 1 3K 

富岡住宅 公営 2 5 S48 簡 1 2K 

田子内第二住宅 公営 18 67 S49～53 簡 1 簡 2 2K 3K 

若林住宅 公営 3 6 S50～51 簡 1 2K 3K 

坪井上住宅 公営 4 8 S54 木 1 3K 

権現住宅 公営 4 8 S55 木 1 3K 

北塩子住宅 公営 9 18 S59～61 木 1 3K 

鷹巣原住宅 公営 12 24 S63～H2 木 2 2LDK 3DK 

桜の丘住宅 公営 15 144 H11～17 耐 3,4 2DK 2LDK 3LDK 

山方 

神奉地住宅 公営 2 4 S36 木 1 2K 

野上金田住宅 公営 29 44 S53～H16 木 1 木 2 3DK 2LDK 3LDK 

小貫住宅 公営 1 5 S49 簡 1 2K 

舟生下台住宅 公営 10 20 S52～56 木 1 3DK 

照田住宅 公営 9 18 S53～54 木 1 3DK 

野上上の台住宅 公営 8 16 S57～58 木 1 3DK 

舟生岡住宅 公営 3 6 S59 木 1 3DK 

和田住宅 公営 6 12 S60 木 1 3DK 

諸沢住宅 公営 4 8 H4 H7 木 1 3DK 

西野内住宅 公営 6 6 H5 木 2 3DK 

美和 

大原住宅 公営 13 17 S58～H1 木 1 3DK 

冥加平住宅 公営 5 10 H4～5 木 2 3LDK 

特公賃 12 24 H11～16 木 2 3LDK 

小計 17 34 － － － 

緒川 

松山住宅 公営 5 10 S57 S63 木 1 3DK 

上野住宅 公営 10 20 S58～62 木 1 3DK 

貝之助住宅 公営 7 14 H1～3 木 1 3DK 

小舟住宅 公営 5 10 H4～5 木 1 3DK 

特公賃 3 6 H9 木 1 3DK 

小計 8 16 － － － 

岩倉住宅 特公賃 8 16 H6～7 木 2 3DK 

御前山 

内原住宅 公営 14 28 H11～15 木 1 木 2 3DK 

上の原住宅 公営 6 12 H14～15 木 1 木 2 3DK 

西塙住宅 公営 3 6 H14 木 2 3DK 

宮戸住宅 公営 4 8 S58～59 木 1 3DK 

滝坂住宅 公営 5 10 H2～3 木 1 3DK 

星の宮住宅 公営 10 20 S57～H8 簡 1 木 1 木 2 3DK 

上町住宅 公営 1 12 H1 耐 3 3DK 

特公賃 1 12 H12 耐 3 3DK 

小計 2 24 － － － 

市営住宅（35 団地） 

公営 239 609 － － － 

特公賃 24 58 － － － 

合計 263 667 － － － 

  

市営住宅の概要 

※構造階数 木：木造  簡：簡易耐火構造  耐：耐火構造 
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地域 住宅名 種別 棟数 戸数 建設年度 構造階数 間取り 

大宮 大宮住宅 公営 8 16 S62 S63 木 2 3DK 

 大宮第二住宅 公営 5 10 S62 S63 木 2 3DK 

 大宮アパート 公営 2 24 S62 S63 耐 4 3DK 

 下桧沢住宅 公営 5 10 H18 木 2 2LDK 

 上小瀬住宅 公営 5 10 H18 木 2 2LDK 

県営住宅（5団地） － 25 70 － － － 

 

 

（３）市営住宅の建設時期 

本市の市営住宅において、1981 年（昭和 56 年）6月以前の旧耐震基準により建築された住宅は

60 棟 156 戸（約 23％）となっています。 

 

建設時期 
棟 数 戸 数 

 割 合  割 合 

昭和 49 年以前 14 棟 5.3% 38 戸 5.7% 

昭和 50～55 年 46 棟 17.5% 118 戸 17.7% 

昭和 56 年以降 203 棟 77.2% 511 戸 76.6% 

合 計 263 棟 100.0% 667 戸 100.0% 

 

 

（４）市営住宅の住戸規模 

市営住宅の住戸規模では、70 ㎡以上の住戸が約 48％と最も高く、50 ㎡以上の住戸が全体の約

90％を占めています。 

 
40 ㎡未満 40～50 ㎡未満 50～60 ㎡未満 60～70 ㎡未満 70 ㎡以上 

41 戸 25 戸 158 戸 125 戸 318 戸 

6.1% 3.7% 23.7% 18.7% 47.7% 

 

 

（５）市営住宅の耐用年数 

本市の市営住宅において、既に耐用年数を経過している住宅は 108 棟 230 戸となっており、全

体のうち、約 35％以上の住宅が耐用年数を経過しています。 

 
 総 数 耐用年数経過 

棟 数 戸 数 棟 数 戸 数 

棟数・戸数 263 棟 667 戸 108 棟 230 戸 

割   合 100.0% 100.0% 41.1% 34.5% 

 

  

県営住宅の概要 

※構造階数 木：木造  簡：簡易耐火構造  耐：耐火構造 

市営住宅の耐用年数経過棟数・戸数 

市営住宅の建設時期別棟数・戸数 

市営住宅の規模別戸数 

資料：常陸大宮市

資料：常陸大宮市

資料：常陸大宮市
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（６）公共施設の更新 

市営住宅は、本市が保有する施設において延床面積の 20％を占めており、この市営住宅を含む

本市の公共施設について、今後（40 年間）の更新費用は、1年あたり 24 億円と試算されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共施設の将来の更新費用の推計 

資料：常陸大宮市公共施設白書
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５．住まいづくりに関する市民ニーズ 

 

（１）市民意向調査の実施 

本計画の策定にあたり、住宅や住環境に関する市民ニーズを把握し、計画内容へ的確に反映す

ることを目的として、市民を対象とした意向調査を実施しました。 

 
（２）調査概要 

①調査対象 

・20 歳以上の市民 2,000 人（無作為抽出） 

・5地域（大宮、山方、美和、緒川、御前山）の人口割合に応じた層化抽出 

 
②調査方法 

・アンケート調査票の郵送配布・郵送回収方式 

 

③調査期間 

・平成 28 年 8 月 12 日（金）～8月 26 日（金）（2週間） 

 

④回収状況 

調査対象数 回収数 回収率 

2,000 件 641 件 32.1％ 

 

⑤設問項目 

・回答者属性 

・住宅性能評価 

・生活環境評価 

・住まいやまちづくりの将来像 

・将来の住み替え意向 

・空き家の状況 

・自由意見 

 

⑥調査結果の表示について 

・回答割合のパーセンテージは、四捨五入の関係から、合計値が 100％にならない場合がありま

す。 

・複数選択の設問結果は合計値が 100％を超える場合があります。 
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（３）調査結果 

 

問１：居住地域                問２：年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３：住まい                 問４：現在の住まいでの居住年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

持ち家(戸建), 

534件, 85%

持ち家(共同

住宅), 11件, 

2%

民間賃貸住

宅(戸建), 22

件, 3%

民間賃貸住

宅(共同住宅), 

36件, 6%

公営住宅(戸

建), 5件, 1%

公営住宅(共

同住宅), 13

件, 2%
社宅, 1件, 0%

その他, 7件, 

1%

大宮地域, 

388件, 61%

山方地域, 

86件, 14%

美和地域, 

46件, 7%

緒川地域, 

62件, 10%

御前山地域, 

49件, 8%

・割合の高い順に、大宮地域 61％、山方地域

14％、緒川地域 10％、御前山地域 8％、美和

地域 7％となっています。 

・割合の高い順に、50 代 21％、40 代 17％、

65～74 歳 15％、30 代 14％、20 代 14％、60

～64 歳 11％、75 歳以上 8％となっています。

 

・持ち家(戸建住宅)が 85％を占めており、民間

賃貸住宅(共同住宅及び戸建住宅)はわずか

9％となっています。 

・10 年以上居住している方が 74％、20 年以上

居住している方が 50％を占めています。 

20代, 86件, 
14%

30代, 91件, 
14%

40代, 105件, 
17%

50代, 136件, 
21%

60歳～64歳, 
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65歳～74歳, 

94件, 15%
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51件, 8%

1年未満, 27

件, 4% 1～3年未満, 

47件, 7%

3～5年未満, 

27件, 4%

5～10年未

満, 68件, 
11%

10～15年未

満, 68件, 
11%

15～20年未

満, 79件, 
13%

20年以上, 

315件, 50%
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問５：現在の住まいの建築時期          問６：世帯人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７：家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単身世帯, 

34件, 5%

夫婦のみ, 

146件, 24%

夫婦と子(18

歳未満), 90

件, 15%

夫婦と子(18

歳以上), 200

件, 33%

夫婦と親, 26

件, 4%

夫婦・子・親

の三世代, 

92件, 15%

その他(夫婦

と他の親族

等), 22件, 
4%

1人(一人暮

らし), 32件, 
5%

2人, 188件, 
30%

3人, 166件, 
26%

4人, 132件, 
21%

5人, 58件, 
9%

6人, 34件, 
6%

7人, 15件, 
2%

8人, 5件, 1% 9人以上, 1

件, 0%

・旧耐震基準である昭和 56 年以前に建築され

た住宅は 30％となっています。 

・2 人世帯が 30％と最も多く、次いで 3 人世帯

26％、4 人世帯 21％となっています。 

・夫婦と子ども(18 歳以上)が 33％と最も多く、

次いで夫婦のみ 24％、夫婦・子・親の三世代

が 15％となっています。 

・子育て世帯(夫婦と子(18 歳未満の子))は 15％

となっています。 

昭和45年以

前, 78件, 
13%

昭和46年～

55年, 108件, 
17%

昭和56年～

平成2年, 

113件, 18%

平成3年～

12年, 140件, 
22%

平成13年以

降, 158件, 
25%

不明, 29件, 
5%
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問８：住宅性能評価（満足度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８：住宅性能評価（重視する項目）※5つまで選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・現在の住まいに関する満足度（“大変良い”及び“良い”の合計値）では、「駐車場のスペース」(80.4％)
や「日当たりや風通し」(80.3％)、「住宅の広さ」(79.4％)、「庭やベランダの広さ」(76.4%)、「ロー

ン・家賃」(74.2％)などのゆとりある居住空間や住宅費用について高い状況となっています。 
・一方、満足度の低い項目（不満足度（“不満”及び“やや不満”の合計値））は、近年増加する自然

災害からの不安や、居住者の高齢化などを背景として、「耐震性」(52.6％)や「バリアフリー」

(52.5％)、「防犯性」(52.0％)、「築年数」(48.3%)となっています。 

満足度の高い項目(上位) 不満足度の高い項目(上位)

・住まいを選択する上において特に重視する項目については、「日当たりや風通し」(63.3％)、「耐震

性」(55.7％)、「風呂・トイレ・台所の水回り」(51.8％)、「間取り」(51.1％)の順となっています。

24.1%

15.8%

12.9%

17.7%

31.9%

27.0%

31.8%

14.0%

14.2%

10.2%

11.4%

9.8%

6.0%

9.3%

23.0%

55.3%

48.9%

38.8%

45.2%

48.4%

49.4%

48.6%

42.3%

43.8%

37.3%

36.0%

45.5%

42.0%

51.9%

51.2%

15.3%

28.4%

34.4%

26.1%

14.4%

17.4%

12.2%

32.5%

29.1%

33.3%

32.4%

30.4%

36.3%

26.7%

20.3%

5.3%

6.9%

13.9%

11.0%

5.3%

6.3%

7.4%

11.3%

12.9%

19.2%

20.2%

14.2%

15.7%

12.2%

5.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

住宅の広さ

間取り

築年数(経年劣化)

風呂・トイレ・台所の水回り

日当たりや風通し

庭やベランダの広さ

駐車場のスペース

収納スペース

遮音性

バリアフリー

耐震性

住宅の緑化や省エネ化

防犯性

デザイン・外観

ローン・家賃

大変良い 良い やや不満 不満

満足度 不満足度

63.3%
55.7%

51.8%
51.1%

37.3%
36.2%

35.1%
28.3%

27.1%
26.7%

22.4%
19.2%

13.8%
13.1%

10.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

日当たりや風通し

耐震性

風呂・トイレ・台所の水回り

間取り

収納スペース

住宅の広さ

防犯性

駐車場のスペース

築年数(経年劣化)

ローン・家賃

バリアフリー

遮音性

庭やベランダの広さ

デザイン・外観

住宅の緑化や省エネ化
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問９：生活環境評価（満足度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.9%

10.7%

8.2%

6.9%

7.6%

6.2%

4.8%

6.6%

3.6%

2.5%

5.3%

28.8%

5.7%

2.0%

10.6%

3.7%

13.2%

20.8%

17.0%

10.4%

7.9%

1.5%

39.4%

35.1%

45.7%

45.4%

37.1%

53.1%

51.0%

54.6%

56.9%

27.8%

49.8%

60.5%

42.3%

33.0%

49.8%

54.8%

51.5%

62.1%

60.4%

61.6%

68.0%

42.5%

27.4%

31.8%

32.5%

33.9%

35.0%

33.3%

37.8%

33.4%

29.7%

49.2%

33.8%

9.1%

41.2%

47.9%

25.7%

30.8%

26.8%

13.7%

18.2%

22.0%

20.1%

40.8%

18.4%

22.5%

13.6%

13.8%

20.3%

7.4%

6.4%

5.4%

9.8%

20.5%

11.1%

1.6%

10.7%

17.1%

13.8%

10.7%

8.5%

3.4%

4.4%

6.0%

4.0%

15.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

日常の買い物のしやすさ

通勤通学の便利さ

金融機関への利便性

市の施設への利便性

医者・病院への利便性

交通安全

防災

治安・防犯

児童福祉や学校教育

子供の遊び場

街並みや景観

自然や緑の豊かさ

周辺の道路の安全性

公園や広場の快適性

上下水道の整備状況

情報通信環境

周辺の騒音や振動

周辺の日照や通風

周辺の空気の汚れや悪臭

ごみの収集(不法投棄等)

近所づきあいや町内会

地域の活気やにぎわい

大変良い 良い やや不満 不満

満足度 不満足度 

・居住する地区の生活環境に関する満足度では、「自然や緑の豊かさ」(89.3％)、「周辺の日照や通風」

(82.9％)、「周辺の空気の汚れや悪臭」(77.4％)、「近所づきあいや町内会」(75.9％)、「ごみの収集(不

法投棄等)」(72.0％)などについて高い状況となっています。 

・一方、満足度の低い項目（不満足度）は、「子どもの遊び場」(69.7％)、「公園や広場の快適性」(65.0%)、

「地域の活気やにぎわい」(56.0％)、「医者・病院への利便性」(55.3％)、「通勤・通学の便利さ」(54.3％)

となっています。 

満足度の高い項目(上位) 不満足度の高い項目(上位)
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■地域別の回答結果 

【満足度の高い項目（グラフ中の％は“大変良い”と“良い”の合計割合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【満足度の低い項目（グラフ中の％は“やや不満”と“不満”の合計割合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.5%

65.5%

55.8%

52.6%

45.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

子供の遊び場

公園や広場の快適性

周辺の道路の安全性

地域の活気やにぎわい

街並みや景観

69.9%

64.7%

61.1%

59.3%

57.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

子供の遊び場

公園や広場の快適性

地域の活気やにぎわい

医者・病院への利便性

市の施設への利便性

90.2%

88.1%

84.6%

82.5%

82.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

医者・病院への利便性

日常の買い物のしやすさ

通勤通学の便利さ

子供の遊び場

市の施設への利便性

83.6%

81.7%

76.7%

70.0%

66.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

日常の買い物のしやすさ

医者・病院への利便性

通勤通学の便利さ

金融機関への利便性

子供の遊び場

87.8%

86.9%

85.7%

78.2%

77.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

医者・病院への利便性

通勤通学の便利さ

日常の買い物のしやすさ

市の施設への利便性

子供の遊び場

大宮地域 山方地域

美和地域 緒川地域

御前山地域

86.9%

83.2%

73.6%

73.4%

72.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自然や緑の豊かさ

周辺の日照や通風

近所づきあいや町内会

周辺の空気の汚れや悪臭

日常の買い物のしやすさ

94.1%

83.3%

82.5%

79.8%

74.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自然や緑の豊かさ

周辺の日照や通風

近所づきあいや町内会

周辺の空気の汚れや悪臭

ごみの収集(不法投棄等)

95.1%

85.0%

82.9%

75.6%

75.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自然や緑の豊かさ

周辺の空気の汚れや悪臭

周辺の騒音や振動

周辺の日照や通風

ごみの収集(不法投棄等)

91.4%

84.4%

81.1%

81.1%

73.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自然や緑の豊かさ

周辺の日照や通風

近所づきあいや町内会

周辺の空気の汚れや悪臭

周辺の騒音や振動

93.5%

91.5%

82.6%

79.2%

74.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

周辺の空気の汚れや悪臭

自然や緑の豊かさ

周辺の日照や通風

近所づきあいや町内会

周辺の騒音や振動

大宮地域 山方地域

美和地域 緒川地域

御前山地域

・地域別の回答結果では、満足度の高い項目について地域ごとの大きな偏りは無く、全体の傾向と同

様な結果となっています。 

・一方、満足度の低い項目（不満足度）では、大宮地域を除く４地域において「医者・病院への利便

性」が上位となっているとともに、美和・緒川・御前山地域では「日常の買い物のしやすさ」や「通

勤通学の便利さ」について満足度が低い状況となっています。 
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問９：生活環境評価（重視する項目）※5つまで選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域別の回答結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65.8%

62.1%

52.2%

43.8%

28.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

日常の買い物のしやすさ

医者・病院への利便性

治安・防犯

通勤通学の便利さ

周辺の道路の安全性

71.2%

54.2%

49.2%

39.0%

25.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

医者・病院への利便性

日常の買い物のしやすさ

治安・防犯

通勤通学の便利さ

金融機関への利便性

85.2%

74.1%

44.4%

44.4%

33.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

日常の買い物のしやすさ

医者・病院への利便性

通勤通学の便利さ

周辺の道路の安全性

治安・防犯

73.8%

69.0%

52.4%

52.4%

31.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

医者・病院への利便性

日常の買い物のしやすさ

治安・防犯

通勤通学の便利さ

児童福祉や学校教育

68.0%

60.0%

48.0%

48.0%

36.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

日常の買い物のしやすさ

医者・病院への利便性

通勤通学の便利さ

治安・防犯

市の施設への利便性

大宮地域 山方地域

美和地域 緒川地域

御前山地域

65.3%

44.3%

17.7%

17.7%

65.7%

12.8%

17.0%

50.1%

17.5%

11.7%

8.9%

11.7%

26.8%

6.3%

23.5%

9.6%

17.5%

14.0%

14.0%

11.9%

15.2%

11.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

日常の買い物のしやすさ

通勤通学の便利さ

金融機関への利便性

市の施設への利便性

医者・病院への利便性

交通安全

防災

治安・防犯

児童福祉や学校教育

子供の遊び場

街並みや景観

自然や緑の豊かさ

周辺の道路の安全性

公園や広場の快適性

上下水道の整備状況

情報通信環境

周辺の騒音や振動

周辺の日照や通風

周辺の空気の汚れや悪臭

ごみの収集(不法投棄等)

近所づきあいや町内会

地域の活気やにぎわい

・生活環境において特に重視する項目については、「医者・病院への利便性」(65.7％)、「日常の買い

物のしやすさ」(65.3％)、「治安・防犯」(50.1％)、「通勤通学の便利さ」(44.3％)の順となっていま

す。 

65.7%

65.3%

50.1%

44.3%

26.8%

23.5%

17.7%

17.7%

17.5%

17.5%

17.0%

15.2%

14.0%

14.0%

12.8%

11.9%

11.7%

11.7%

11.2%

9.6%

8.9%

6.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

医者・病院への利便性

日常の買い物のしやすさ

治安・防犯

通勤通学の便利さ

周辺の道路の安全性

上下水道の整備状況

金融機関への利便性

市の施設への利便性

児童福祉や学校教育

周辺の騒音や振動

防災

近所づきあいや町内会

周辺の日照や通風

周辺の空気の汚れや悪臭

交通安全

ごみの収集(不法投棄等)

子供の遊び場

自然や緑の豊かさ

地域の活気やにぎわい

情報通信環境

街並みや景観

公園や広場の快適性

・地域別の回答は、全体の傾向と同様な結果とな

っています。 
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問 10：今後特に重要なまちづくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11：必要なまちづくりの施策※3つまで選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.1%

36.0%

32.6%

32.3%

28.6%

28.4%

26.0%

18.4%

16.5%

12.8%

10.7%

7.4%

3.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

集落部における住環境の整備

若者や子育て世帯などに対する市内への住み替えに関する支援

体の不自由な人や高齢者向け住宅の確保や生活支援サービスの充実

公共交通の充実

幹線道路や鉄道駅周辺の市街地における住環境の整備

空き家の除却や利活用への支援

住宅の耐震診断や耐震改修への支援

太陽光発電施設などの自然エネルギーを利用した住宅設備への支援

住宅のバリアフリー化への支援

地域コミュニティの活動に関する支援

地元産材の利用促進に関する支援

市営住宅の改築や修繕

民間賃貸住宅の建設促進に関する支援

30.3%

27.6%

15.2%

10.2%

8.4%

6.6%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

『安心して子育てができる住まい・まちづくり』

『体の不自由な人や高齢者が安心して暮らせる住まい・まちづくり』

『今あるものを大切に使い続ける住まい・まちづくり』

『安全性の高い住まい・まちづくり』

『環境にやさしい住まい・まちづくり』

『住宅に困っている人でも安心して居住できる住まい・まちづくり』

その他

・本市の将来において特に重要なまちづくりの方向性については、「安心して子育てができる」

(30.3％)、「体の不自由な人や高齢者が安心して暮らせる」(27.6％)住まい・まちづくりが望まれて

います。 

・必要なまちづくりの施策については、「集落部における住環境の整備」(40.1％)、「若者や子育て世

帯への住み替え支援」(36.0％)、「高齢者等への生活支援サービスの充実」(32.6％)、「公共交通の

充実」(32.3％)が特に求められています。 
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■地域別の回答結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.1%

35.2%

34.4%

33.1%

32.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

集落部における住環境の整備

若者や子育て世帯などに対する市内への住み替えに関する支援

幹線道路や鉄道駅周辺の市街地における住環境の整備

体の不自由な人や高齢者向け住宅の確保や生活支援サービスの充実

公共交通の充実

38.8%

36.5%

32.9%

29.4%

29.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

若者や子育て世帯などに対する市内への住み替えに関する支援

体の不自由な人や高齢者向け住宅の確保や生活支援サービスの充実

公共交通の充実

空き家の除却や利活用への支援

集落部における住環境の整備

48.8%

46.3%

31.7%

29.3%

26.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

集落部における住環境の整備

空き家の除却や利活用への支援

若者や子育て世帯などに対する市内への住み替えに関する支援

公共交通の充実

体の不自由な人や高齢者向け住宅の確保や生活支援サービスの充実

41.7%

41.7%

35.0%

28.3%

26.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

若者や子育て世帯などに対する市内への住み替えに関する支援

集落部における住環境の整備

空き家の除却や利活用への支援

体の不自由な人や高齢者向け住宅の確保や生活支援サービスの充実

住宅の耐震診断や耐震改修への支援

43.8%

41.7%

37.5%

35.4%

31.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

集落部における住環境の整備

公共交通の充実

空き家の除却や利活用への支援

若者や子育て世帯などに対する市内への住み替えに関する支援

体の不自由な人や高齢者向け住宅の確保や生活支援サービスの充実

大宮地域

山方地域

美和地域

緒川地域

御前山地域

・地域別の回答結果では、全体の結果と同様に「集落部における住環境の整備」や「若者や子育て世

帯への住み替え支援」、「高齢者等への生活支援サービスの充実」が上位となっています。 

・大宮地域を除く４地域では、「空き家の除却や利活用への支援」が上位となっています。 
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問 12：既往施策評価（施策の認知度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12：既往施策評価（継続・充実すべき施策や事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70.9%

66.2%

42.0%

40.1%

38.2%

34.7%

29.4%

26.8%

17.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

住宅リフォーム資金補助金

定住促進のための住宅取得奨励金

空き家対策事業（移住奨励金・空き家改修費補助金など）

合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

新婚家庭への家賃助成金

住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金

木造住宅建設助成金

木造住宅耐震診断士派遣

単独浄化槽撤去補助金

・本市が現在進めている既往施策の認知度については、全体として約 4 割以下となっており、そのう

ち「木造住宅耐震診断士派遣」(10.1％)、「空き家対策事業」(15.6％)、「単独浄化槽撤去補助金」

(17.2％)などについて特に低い状況となっています。 

・継続・充実が必要な施策や事業については、「住宅リフォーム資金補助金」(70.9％)、「定住促進の

ための住宅取得奨励金」(66.2％)が特に求められています。 

42.7%

33.4%

27.9%

26.5%

25.9%

21.4%

17.2%

15.6%

10.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助金

木造住宅建設助成金

住宅リフォーム資金補助金

新婚家庭への家賃助成金

定住促進のための住宅取得奨励金

単独浄化槽撤去補助金

空き家対策事業（移住奨励金・空き家改修費補助金など）

木造住宅耐震診断士派遣
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問 13：住み替え意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域別の回答結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年代別の回答結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70.8%

12.5%

16.7%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

現在の住宅に住み続けたい

現在とは別の場所に住み替えたい

特に考えていない

その他

65.5%

17.2%

17.2%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

現在の住宅に住み続けたい

現在とは別の場所に住み替えたい

特に考えていない

その他

60.0%

22.2%

15.6%

2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

現在の住宅に住み続けたい

現在とは別の場所に住み替えたい

特に考えていない

その他

65.5%

16.7%

17.9%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

現在の住宅に住み続けたい

現在とは別の場所に住み替えたい

特に考えていない

その他

63.5%

19.7%

14.4%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

現在の住宅に住み続けたい

現在とは別の場所に住み替えたい

特に考えていない

その他

大宮地域 山方地域

美和地域 緒川地域

御前山地域

現在の住宅にそ

のまま住み続けた

い, 215件, 34%

現在の住宅をリ

フォームしながら

住み続けたい, 

185件, 30%

現在とは別の場

所の戸建て住宅

に住み替えたい, 

93件, 15%

現在とは別の場

所の共同住宅に

住み替えたい, 18

件, 3%

現在とは別の場

所の公営住宅に

住み替えたい, 7

件, 1%

特に考えていな

い, 97件, 15%
その他, 10件, 2%

・将来の住み替え意向では、「現在の住宅に(リフォームしながら)住み続けたい」が 64％となってお

り、「現在とは別の場所に住み替えたい」は 19％となっています。 

52.3%

30.1%

16.1%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

現在の住宅に住み続けたい

現在とは別の場所に住み替えたい

特に考えていない

その他

20代～40代

74.2%

8.9%

15.1%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

現在の住宅に住み続けたい

現在とは別の場所に住み替えたい

特に考えていない

その他

50代以上

・地域別の回答結果では、全体の結果と同様に「現在の住宅に住み続けたい」が 60％以上となって

います。 

・年代別の回答結果では、「現在の住宅に住み続けたい」と回答した方の割合が、50 代以上の年代に

比べ、20～40 代の割合が低い結果となっています。 
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問 14：住み替え希望先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15：住み替え希望先（常陸大宮市内の具体的地域） 

※問 14 の住み替え希望先で「常陸大宮市内」を選択した方（316 件）のみ回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在の住まいの

周辺, 189件, 61%

JR常陸大宮駅周

辺の市街地, 34件, 
11%

国道118号周辺

(大宮地域)の市街

地, 47件, 15%

JR常陸大宮駅以

外の鉄道駅周辺, 

4件, 1%

郊外の住宅地, 19

件, 6%

その他の集落部

周辺, 8件, 3% その他, 9件, 3%

常陸大宮市内, 

316件, 51%

水戸市, 102件, 
17%

日立市, 8件, 1%

ひたちなか市, 48

件, 8%

那珂市, 50件, 8%

大子町, 3件, 1%

城里町, 7件, 1%

常陸太田市, 13件, 
2%

栃木県, 15件, 2% その他, 58件, 9%

・将来、住み替える場合の希望先については、引き続き「常陸大宮市内」を希望する方が 51％とな

っており、他地域の希望先では、「水戸市」(17％)、「那珂市」(8％)、「ひたちなか市」(8％)が高い

状況となっています。 

※「その他」の具体的回答：東京都(5 件)、神奈川県(4 件)、笠間市(3 件)等 

・引き続き「常陸大宮市内」での居住を希望する方を対象とした住み替えたい具体的地域は、「現在

の住まいの周辺」が 61％と最も高い状況となっています。 

・他の地域では、「国道 118 号周辺(大宮地域)」(15％)や「常陸大宮駅周辺」(11％)の市街地が高い状

況となっています。 
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問 16：空き家の所有状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17：空き家の管理状況 ※複数回答 

※問 16 の空き家の所有状況で「既に所有している」または「将来空き家になる建物を所有している」

を選択した方（76 件）のみ回答  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18：空き家の管理上の課題 ※複数回答 

※問 16 の空き家の所有状況で「既に所有している」または「将来空き家になる建物を所有している」

を選択した方（76 件）のみ回答  

 

 

 

 

 

 

  

31件

21件

21件

5件

5件

2件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件

除却(解体)を考えている

自分で利用する予定がある

特に考えていない

売却・譲渡先を探している

貸主を探している

その他

34件

34件

30件

10件

7件

4件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件 40件

除却(解体)費用が高い

税金の支払い

管理の手間

利用してくれる相手がみつからない

特に困っていない

その他

既に空き家を所有

している, 34件, 7%

将来(10年以内)空

き家になる可能性

がある建物を所有

している, 42件, 8%

所有していない, 

422件, 85%

・現在、「空き家を所有している」方は 34 件(7％)となっており、「将来(10 年以内)に空き家になる可

能性のある建物を所有している」方は 42 件(8％)となっています。 

・空き家の管理状況では、「除却(解体)を考えている」が 31 件、「自分で利用する予定がある」が 21

件、「特に考えていない」が 21 件となっています。 

・空き家を管理する上での課題では、「除却(解体)費用」や「税金の支払い」がそれぞれ 34 件、「管

理の手間」が 30 件となっています。 
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問 19：自由意見（分類別件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・自由意見の回答者は 270 人となっており、回答者の意見を分類別に整理すると、「子育て支援の充

実」や「道路環境の整備・改善」、「医療・福祉の充実」、「交通や公共交通」などに関する意見が多

い状況となっています。 

42件

34件

28件

25件

21件

20件

17件

17件

16件

14件

12件

11件

11件

7件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件 40件 45件

「子育て支援の充実」

「道路環境の整備・改善」

「医療・福祉の充実」

「交通や公共交通」

「若者等の移住・定住策の推進」

「商業・サービス環境の充実」

「公園や緑地の整備」

「雇用や産業の活性化」

「空き家対策」

「地域社会・コミュニティ」

「防災・防犯」

「まちづくりの将来像」

「常陸大宮駅周辺の整備」

「下水道の整備」



第 3 章 住まいづくりに関する現状と課題 

－49－ 
 

６．住まいづくりに関する課題 

 

（１）本市の住まいづくりを取り巻く動向（まとめ） 

本市における住まいづくりの現状と問題点を整理します。 

 

①人口・世帯数の推移と地域特性 

・本市の人口や世帯数は減少傾向で推移することが予測されています。 

・年少人口が減少する一方、老年人口は増加しており、少子高齢化が進行しています。 

・子育て世帯が減少する一方、単身高齢者や高齢者夫婦の世帯が増加するとともに、要介護認定

者数や生活保護受給者数が増加しています。 

・地域別の状況では、市街地を有する大宮地域が市全体の人口の約 60％を占めており、近年では

人口の減少幅が縮小し、高齢化率も他地域と比べ低い状況となっています。 

 

②住宅ストックの状況 

・本市の住宅ストック数は世帯数を超え、増加傾向で推移し、そのほとんどが一戸建の持ち家(80％

以上)となっています。 

・人口減少や高齢化などにより空き家が増加しています。 

・住宅の約 90％が木造で、旧耐震基準により建築された住宅は全体の約 38％を占めています。ま

た、先の東日本大震災では多くの建物損壊が発生しました。 

・高齢者を除く単身世帯や夫婦世帯、親と子どもの世帯では借家の割合が 21％以上を占めており、

借家は持ち家に比べ面積や設備の水準が低い状況となっています。 

・本市の市営住宅（特定公共賃貸住宅含む）は 35 団地 263 棟 667 戸、県営住宅は 5団地 25 棟 70

戸が整備されており、市営住宅の入居率は現在（平成 28 年 6 月時点）約 83％（551 戸）となっ

ています。 

・市営住宅のうち、旧耐震基準により建築された住宅は 60 棟 156 戸（約 23％）となっており、

既に耐用年数を経過している住宅 108 棟 230 戸で全体の 35％以上を占めています。 

・市営住宅を含む本市の公共施設における今後の更新費用は年間あたり 24 億円と試算されていま

す。 

 

③上位・関連計画の位置づけと本市におけるまちづくり 

・国の全国計画では、「若年・子育て世帯や高齢者が安心して暮らせる住生活の実現」や、「既存

住宅の流通と空き家の利活用の促進」に関する政策を提示しています。 

・本市では「常陸大宮市創生総合戦略」に基づき、住民の生活満足度の維持や出生率などの向上

を図るとともに、他地域からの人口移住や市民の定住を促進するため、「子どもを産み育てやす

いまち」や「働きやすいまち」を目指し、様々な施策に取り組んでいます。 
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④住宅・住環境に関する市民ニーズ 

・住まいに関する意向では、居住者の高齢化や、近年における自然災害の増大の不安などから、

住まいの耐震性やバリアフリー、防犯性などの「安全・安心の確保」が求められています。 

・住環境に関する意向では、買い物や医療などの「日常生活における利便性の向上」が求められ

ています。 

・今後のまちづくりの方向性では、少子高齢化の状況から、「子育て世帯や高齢者などが安心して

暮らせる住まい・まちづくり」が求められています。 

 
 
（２）本市の住まいづくりに関する課題 

住まいづくりを取り巻く動向を踏まえ、常陸大宮市の住まいづくりに関する課題を整理します。 

 
 
 

地域経済などの活力低下や、地域コミュニティの希薄化、住宅困窮者や空き家の増加など、人

口減少・少子高齢化を主な背景として様々な課題が生じていることから、本市が進めている「常

陸大宮市創生総合戦略」と連携した住宅施策の推進が必要です。 

 
 
 

本市には、低地部に広がる市街地や田園集落地と中山間地域が形成されており、異なる特性を

持つ地域が併存していることから、これらの地域特性を活かした住環境づくりを進めることが必

要です。 

 
 
 

東日本大震災や、台風や豪雨による久慈川や那珂川の水害など、近年、増加する自然災害を踏

まえ、住宅の耐震性や防火性の向上を図るなど、市民の安心・安全な住環境を確保することが必

要です。 

 
 
 

地球環境問題や資源・エネルギー問題が深刻化する中、本市が有する豊富な自然環境を今後と

も保全し、自然環境と共生した暮らしづくりを進めるため、省エネルギー型住宅や ICT 技術を活

用したスマートハウスなどの普及を進めるなど、環境負荷の少ない住宅づくりの促進が必要です。 

 

課題１：人口減少・少子高齢化への対応（地方創生の視点での住宅施策の推進） 

課題２：市街地や中山間地域などの異なる地域特性に応じた望ましい住まい方 

課題３：災害などに対する安心・安全の確保 

課題４：環境負荷の少ない住宅づくりによる地球環境問題等への対応 

【ICT】 

「Information Communication Technology」の略語で、インターネットなどの情報通信技術の総称 



  

第４章 住宅施策の基本方針 
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１．基本理念 

本市は自然の山々に囲まれ、山あいには那珂川や久慈川が流れるなど、これらの里山や清流によ

ってうるおいのある個性豊かな自然環境が形成され、そこで暮らす人々によって本市の歴史や文化

が育まれています。 

本市での住生活を考える上においては、今後ともこれらの豊富な自然環境と共生した本市らしさ

のある暮らしを守り、次世代へと継承することが大切です。 

また、市民の生活においては、少子高齢化などの状況を踏まえ、子どもから高齢者まで、だれも

が安全で安心して暮らせる住環境の実現を目指すとともに、人口減少などによる地域活力の低下を

抑制し、魅力ある快適な暮らしの実現を目指すことで、住みたい・住み続けたいと思われる住まい

づくりを推進することが重要です。 

 

本市におけるまちづくりの総合的な指針である常陸大宮市総合計画では、「郷育
きょういく

立市
り っ し

」の考えを

念頭に置き、「ふるさと常陸大宮」を次の世代や未来へとつなぐため、まちづくりの基本理念を「輝

くひとを育むまちづくり」、「安心・快適なまちづくり」、「活力と誇りあふれるまちづくり」として

掲げています。 

 

本計画においては、前章で挙げた本市の住生活を取り巻く課題を踏まえつつ、常陸大宮市総合計

画との整合を図り、『みんなが元気に暮らせる安心・安全な住まいづくり』を基本理念として掲げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

常陸大宮市総合計画における【まちづくりの基本理念】 

『輝くひとを育むまちづくり』 

『安心・快適なまちづくり』 

『活力と誇りあふれるまちづくり』 

【常陸大宮市の住生活を取り巻く課題】 

課題１：人口減少・少子高齢化への対応（地方創生の視点での住宅施策の推進） 

課題２：市街地や中山間地域などの異なる地域特性に応じた望ましい住まい方 

課題３：災害などに対する安心・安全の確保 

課題４：環境負荷の少ない住宅づくりによる地球環境問題等への対応 

【住宅施策の基本理念】 

『みんなが元気に暮らせる安心・安全な住まいづくり』 

第４章 住宅施策の基本方針 
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２．基本目標 

前章で整理した住生活における課題を解決し、本市の住生活の基本理念である『みんなが元気に

暮らせる安心・安全な住まいづくり』を実現するため、その達成に必要な住宅施策の基本目標を以

下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

１ 

若年・子育て世帯や高齢者など誰もが安心して暮らしやすい住まいづ

くり 

 

基本目標 

２ 
市街地や集落地などの地域特性に応じた住環境づくり 

 

基本目標 

３ 

市民・事業者・行政の協働による空き家対策などの住宅ストックの有

効活用 

 

基本目標 

４ 
災害に強い防災まちづくりの推進 

 

基本目標 

５ 
新技術などを活用した環境にやさしい住まいづくり 

 

基本目標 

６ 
地域社会やコミュニティの維持・形成に向けた支援 

 

 

 

 

 

  

【住宅施策の基本理念】 

『みんなが元気に暮らせる安心・安全な住まいづくり』 
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３．基本目標の視点 

本市において実現すべき基本目標の視点は、それぞれ次のとおりとします。 

 

 

基本目標 

１ 
若年・子育て世帯や高齢者など誰もが安心して暮らしやすい住まいづくり  

・少子高齢化の進行による子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らせる居住環境の形成 

・他地域から本市への移住・定住を希望する世帯の受け皿の確保 

・住宅困窮世帯の住まいや暮らしの安定化・地域コミュニティの形成を通じた安心して暮らせる

住まいづくり 

 

本市の将来の人口構造は、年少人口(0～14 歳)の減少と老年人口(65 歳以上)の増加が同時に進

行することで急激に少子高齢化が進むと予想されています。また、「常陸大宮市創生総合戦略」で

は、「子どもを産み育てやすいまち」や「働きやすいまち」を目指し、他地域からの人口移住や市

民の定住を促進することとしています。そこで、世代ごとに異なるライフスタイルやニーズ、さ

らには首都圏などで都市生活を送っていた人が本市に求める暮らし方など、多様なニーズに応じ

た住宅環境を実現していくこととします。 

さらに、低所得世帯に対する住宅の供給や、障がいがある方でも不自由なく暮らせる住宅の供

給など、住宅困窮世帯に対して良質な市営住宅の供給を図ることにより、住まいの面での安心を

支えることとします。 

このようなことから、本市の住宅政策は、本市において育まれてきた暖かみのある地域コミュ

ニティによる助け合いに支えられ、満足度が高い居住環境であり続けることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多様な居住ニーズに応じた 

住環境の実現 

バリアフリー 

ユニバーサル 

デザイン 

子育て支援 

多世代同居・近居

介護支援 

住宅費軽減 

二地域居住 
街なか居住 
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基本目標 

２ 
市街地や集落地などの地域特性に応じた住環境づくり 

・本市の自然環境や地形などの異なる地域特性に応じた常陸大宮らしさのある住まいづくり 

・市街地における生活利便施設や交通環境を活かした便利で快適な住環境の実現 

・集落地における自然と近接したのどかで穏やかな住環境の実現 

 

本市の都市構造は、JR 水郡線の常陸大宮駅付近から国道 118 号付近に市街地が形成され、店舗

や各種サービス施設などの集積がある日常生活の利便性が高い居住地となっており、戸建住宅以

外にも民間賃貸住宅なども見られます。一方、久慈川などの河川沿いの低地部では、JR水郡線の

駅周辺や国・県道などの主要な幹線道路沿線付近に拠点的な地区が形成され、市役所の支所に加

えて、店舗や医療、金融などの一定の集積が見られる生活拠点となっており、住まいの多くが戸

建住宅となっています。そのほか、山地や丘陵地に沿って戸建住宅を中心とした小規模集落が本

市の全域に散在しています。このように本市の地形条件や自然条件、交通条件などの違いによっ

て生活環境や住宅環境が異なるため、これらの地域特性に応じて住環境の整備・改善などを行っ

ていくことが重要です。 

また、特に JR 水郡線の常陸大宮駅周辺においては、既に商業・業務機能やサービス機能、金融、

医療・福祉、教育・文化、行政、公共交通などの都市機能があることで、市街地付近における居

住者の日常生活の利便性に貢献しています。加えて、市内の居住者にとっても必要不可欠な拠点

地区となっています。このため、常陸大宮駅周辺の中心性を引き続き維持・向上させていくこと

により、市民の日常生活の快適性を保つことが重要です。 

さらに、本市が有する緑と水の豊かな自然環境は、市民にとって当たり前の生活環境要素であ

り、次世代に引き継ぐべき重要な資源です。また、首都圏などの都市住民が地方移住に際して豊

かな自然環境を重視する傾向にあることから、本市が進める移住・定住の促進施策を推進する上

では、豊かな自然を維持・保全し、自然環境と調和した住環境の実現を目指していくことが重要

です。 

 

 

 

 

  

本市の地域特性に応じた住環境づくりのイメージ 

 

豊かな 
自然を活かした 

郊外の暮らし 

山地・丘陵地 

利便性を 
活かした 

市街地の 
暮らし 

久 

慈 

川 

那珂川 

山地・ 

丘陵地 

市街地と郊外の 
ネットワーク 
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基本目標 

３ 

市民・事業者・行政の協働による空き家対策などの住宅ストックの有効

活用 

・増加する空き家の解消と利活用の促進に向けた取り組みの推進 

・市民が長く住み続けられる良質な住宅ストックの形成による次世代への継承と再流通化促進 

・市民の居住ニーズなどを踏まえた市営住宅の適切な維持管理と施設の長寿命化 

 

本市の人口は、2015 年（平成 27 年）の約 4 万 3 千人から、2025 年（平成 37年）には約 3 万 7

千人程度にまで減少することが予測されていることから、市民の受け皿となる住宅は余剰となり、

今後とも空き家が増加することが予想されます。これらの空き家の発生により、市街地や集落地

における活力の低下や防災・防犯面での不安の増大などにつながることから、市民や住宅関連事

業者などとの連携・協力により、住宅の管理に関する市民意識の啓発や、住宅の改修支援など、

空き家が生じにくい取り組みを行いながら、発生した空き家の再利用を図ることが重要です。 

このため、新たに建築する住宅については、「長期優良住宅制度」や「住宅性能表示制度」など

の普及促進により、計画段階から建築物の水準を高めていくこととし、また、既存の住宅につい

ては建築物の改築やリフォームなどを行うことにより、住宅の質を高め、市民が安心して住み続

けられる・住み替えられる環境を整備することとします。さらにこの住宅の質的向上によって、

市場価値を向上させることにつなげ、新たな空き家の発生を極力減少させることを目指します。 

また、市営住宅については、人口減少や少子高齢化を背景として、居住者ニーズや財政状況を

踏まえた計画的な管理を進めるとともに、施設・設備などの基本性能を向上させることによって

長寿命化を図り、適切な維持・管理を続けることで、長期間に渡って利用しやすい資産とするこ

とを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 

  

空き家の適正管理や利活用に関する 

取組体制イメージ 

住宅性能評価制度において対象とする住宅の

構造・設備等 

市民・地域・団体等 

空き家の所有者等 

行  政 住宅関連事業者 

意識啓発 
情報提供 

管理指導 
・協力 

取組支援 
情報提供 

技術的助言 
相談・協力 

相談・活用 

相談 相談 

技術的 
助言 

技術的助言 
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基本目標 

４ 
災害に強い防災まちづくりの推進 

・激甚化、頻発化、大規模化する自然災害や火災などの人的災害に対する住宅等の安全性の向上 

・道路や公園などの住生活関連インフラの整備による防災機能の強化 

・災害発生時における自助・共助による取り組みを含めた総合力による安全・安心な住環境整備 

 

東日本大震災などの大規模な地震の発生を契機として、道路や上下水道などの土木インフラと

住宅をはじめとする建築物や各種工作物の耐震能力を向上させることの必要性が再認識され、本

市においても震災からの復旧･復興と同時に、災害に強いまちづくりが進められています。 

また、近年、世界的な気象変動から生じる異常気象が要因であると見られる自然災害について、

被害の激甚化、発生の頻発化、範囲などの大規模化が目立ってきています。本市においても、山

地や河川、低地などの多様な自然条件や地形条件があるため、多様な自然災害が発生する恐れが

あります。 

このようなことから、様々な自然災害の発生リスクを踏まえた安全な暮らしを実現するため、

市民生活において特に重要となる生活道路などのインフラについて、災害時においても有効に機

能できるよう必要な整備を推進します。また、住宅や公共建築物の耐震性を向上させるため、耐

震化に向けた建替えやリフォームを促進するとともに、災害分野ごとの各種ハザードマップを活

用し、災害予防のための情報提供を行うほか、住宅地や集落地における地域コミュニティを維持

することで、市民の自助・共助による防災性の向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：災害に備えて（防災・安全：ひたまるガイド抜粋） 

http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/dir000027.html 

（安全まちづくり推進課） 

リーフレット等による防災情報・安全知識の普及啓発 
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基本目標 

５ 
新技術などを活用した環境にやさしい住まいづくり 

・地球環境問題等に対応した省エネルギー型住宅や、自然環境への負荷が少ない暮らしの普及 

・森林や河川等の豊かな自然環境の保全による生活環境の向上 

 

地球規模で進む環境問題への対策として期待される再生可能エネルギーの活用のほか、住宅の

高気密・高断熱構造化、HEMS(Home Energy Management System：家庭で使うエネルギーを総合的

に管理することで効率化を図る仕組み)、家庭用蓄電池などの省エネ設備などを用いた光熱費ゼロ

住宅の普及を促進させ、地球環境や身近な自然環境にやさしい社会づくりへの貢献を目指すとと

もに、光熱費ゼロ住宅を上手に取り入れることにより、総合的な住宅コストの低減化を目指しま

す。また、前述の「長期優良住宅制度」や「住宅性能表示制度」などの普及促進により、住宅の

安全面、防犯面、環境面、高齢者対策面、劣化軽減面などの多岐にわたる住宅性能を確保し、良

質な住宅ストックの形成を目指します。 

さらに、本市の大切で貴重な資源である里山や清流などの豊かな自然環境を今後とも保全する

ため、市民の住生活における環境保全に向けた様々な取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 HEMS システム構成要素イメージ 

ゼロエネルギー住宅のイメージ 
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基本目標 

６ 
地域社会やコミュニティの維持・形成に向けた支援 

・住生活を支えるコミュニティの維持・活性化に向けた取組みの推進 

・市民・民間事業者・NPO・行政等の協働による住まいづくり 

 

前述の人口減少社会の視点や防災まちづくりの視点などでも触れたように、本市全体での人口

減少が進むにつれ、これまでは一定の居住者がいた集落地や住宅団地などであっても、居住者が

確実に減少することとなり、これまで形成されていた地域コミュニティは、担い手自体の減少で

縮退することが懸念されます。 

このように大きく変化する社会情勢や人口減少をはじめとする地域情勢の変化に対して、地域

コミュニティの対応力を高めることで、助け合いを基本とした地域の生活スタイルを構築してい

くことが重要です。さらに、このような市民自らの地域コミュニティに加えて、住宅や生活に関

わる各種の民間事業者、関連 NPO 団体、そして行政が、それぞれの得意とすることを中心に協働

で取り組むことを基本とします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民協働のまちづくり指針 

 

 

市民活動の例 

都市農村交流 

（農家民泊） 

イベント開催による賑わいづくり 

（きらきらタウン） 

子どもたちへの読み聞かせ 

（クリスマスおはなし会） 
自主防災活動 

（防災訓練） 



  

第５章 住宅施策の展開方針 
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１．施策の展開方針と施策体系 

前章の「４．住宅施策の基本方針」において示した６つの基本目標を達成するため、それぞれ次

のような施策に取り組むこととします。 

各施策は、施策間での関連性が強いものについては一体性や連動性など配慮しながら取り組むほ

か、直接的に関わる住宅・建築分野以外にも、間接的にまちづくりや社会福祉、環境問題、防犯・

防災などの幅広い分野に関わることから、関連分野間での連携などに配慮しながら取り組むことと

します。 

 

基本目標１ 若年・子育て世帯や高齢者など誰もが安心して暮らしやすい住まいづくり 

施策１－１ 子育て支援住宅やバリアフリー住宅の普及 

施策１－２ 多様な居住ニーズに応じた住まいづくりの推進 

施策１－３ 子育て支援施設の環境整備 

基本目標２ 市街地や集落地などの地域特性に応じた住環境づくり 

施策２－１ 常陸大宮駅周辺の市街地における住環境整備と居住誘導 

施策２－２ 郊外部などにおける移住・定住の促進 

施策２－３ 中山間地域や田園集落地における地域資源の活用 

基本目標３ 市民・事業者・行政の協働による空き家対策などの住宅ストックの有効活用 

施策３－１ 多様な主体との連携による空き家の除却や利活用促進 

施策３－２ 市営住宅の適正な管理と供給 

施策３－３ 質の高い住宅ストックの形成 

基本目標４ 災害に強い防災まちづくりの推進 

施策４－１ 住宅や公共公益施設の耐震化促進 

施策４－２ 狭隘道路の解消や避難場所の整備 

施策４－３ 自主防災組織への支援 

基本目標５ 新技術などを活用した環境にやさしい住まいづくり 

施策５－１ 省エネルギー型住宅の普及促進 

施策５－２ 森と水の保全による生活環境の向上 

基本目標６ 地域社会やコミュニティの維持・形成に向けた支援 

施策６－１ 自治会活動への支援 

施策６－２ 市民の交流機会の確保  

第５章 住宅施策の展開方針 
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２．基本目標別の施策 

６つの基本目標ごとの具体的な施策内容は次のとおりです。また、特に力点をおいて取り組む事

業等を「重点事業」に、地域ごとの特性に応じて取り組む事業等を「地域別重点事業」と位置づけ

ます。そのほかの事業等については、庁内関係部門や国・県、各種団体等との相互連携により、効

果的な展開を図ることとします。 

 

基本目標１ 若年・子育て世帯や高齢者など誰もが安心して暮らしやすい住まいづくり 

目指すこと 

今後、本市でいっそう進む少子高齢化を踏まえ、子どもから高齢者まで誰もが安心し
て暮らせる居住環境の形成を図るとともに、他地域から本市への移住・定住を希望する
世帯の受け皿の確保や、住宅困窮世帯の住まいや暮らしの安定化を図り、地域コミュニ
ティの形成を通じた安心して暮らせる住まいづくりを目指します。 

成果指標 
市の子育て支援や環境の市民満足度 
（常陸大宮市総合計画における政策指標を採用） 

現状値(H27) 目標値(H37) 

25.5％ 30％以上 

具体的施策と個別事業・制度等 

施策１－１ 

【子育て支援住宅やバリアフリー住宅の普及】 

・子育て世代の定住促進や、高齢者が住み慣れた住宅に住み
続けられるよう、住宅の取得やバリアフリー化などに対す
る費用負担の軽減を図ります。 

・高齢者などが安全かつ快適に暮らせるよう、公共施設など
のバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入を推進します。

 
定住促進のための住宅
取得奨励金交付事業 
 
高齢者住宅改修費用助
成制度 

施策１－２ 

【多様な居住ニーズに応じた住まいづくりの推進】 

・若年層や子育て世帯の移住・定住の促進を図るため、市内
の民間賃貸住宅への入居を支援します。 

・家族の支え合いにより子育てや介護がしやすい環境を確保
し、三世代同居・近居による住まい方を奨励するため、既
往事業を拡充するなど、必要な支援策を検討します。 

・本市への移住や市内の空き家の利用を促進し、定住人口の
増加と地域の活性化を図るため、市外からの移住希望者の
相談や要望に応える移住コンシェルジュを配置し、移住の
促進を図ります。 

・高齢者や要介護者にとって適した住宅を確保するため、「常
陸大宮市介護保険事業計画」との整合を図りつつ、既存の
医療・福祉サービスとの連携が可能な市街地などを対象と
して、サービス付き高齢者向け住宅を誘導し、市民への情
報提供を図ります。 

・一人暮らしの高齢者や障がい者などに対する在宅生活の安
全確保や不安軽減を図るため、緊急対応や安否確認のため
の緊急通報装置の設置を推進します。 

 
新婚家庭家賃助成事業 
 
移住促進事業(空き家対
策事業) 
 
 
 
 
 
サービス付き高齢者向
け住宅整備事業 
 
 
 
緊急通報システム設置
事業 

施策１－３ 

【子育て支援施設の環境整備】 

・安心して子育てができる環境や交流の場となる身近な拠点
づくりを推進するとともに、子育て支援・世代交流の推進
のために児童館や児童公園などの整備を検討します。 

・子育て家庭とその親が集い、交流できる場所を提供し、地
域の子育て支援機能の充実を図るため、子育て家庭の持つ
不安を解消するための育児相談や子育てサークル等の育成
支援を進めるほか、子育て広場において、妊婦から乳幼児
を持つ親子など幅広い層の交流を図ります。 

 
児童施設等の整備推進 
 
 
地域子育て支援拠点事業

【ユニバーサルデザイン】 

障害の有無、年齢、性別、人種等に関わらず多様な人々が利用しやすい都市や生活環境をデザインする考え方 
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個別事業・制度等の詳細 

名称等 詳細内容 所管や位置づけ等 

【重点事業】 

定住促進の
ための住宅
取得奨励金
交付事業 

市内に住宅を取得する子育て世帯等に住宅取得費として奨
励金を交付するものです。 
家族の支え合いにより子育てや介護がしやすい住まい方を

奨励するため、事業の拡充など必要な支援策を検討します。
■住宅の種別ごとの奨励金の額 
 新築住宅 50 万円、建売住宅 50 万円、中古住宅 25 万円  
■対象者 
 (1)住宅の所有権の保存または移転の登記が完了した日現

在で次のいずれかに該当する世帯 
  ①当該世帯に中学生以下の者がいること 
  ②新婚世帯(5 年以内に婚姻し夫婦とも 45 歳以下) 
 (2)奨励金交付申請者は取得住宅の所有者であること 
 (3)本人等に市区町村税等の滞納がない 
 (4)所有者等が登記完了日以後３ヶ月以内に当該住宅の所

在地に住民登録をしていること 
 (5)本人等がこの奨励金の交付を受けた者または当該交付

を受けた者の世帯に属しない 
■対象住宅(市内に定住を目的として取得した住宅) 
 (1)専用住宅または居住の用に供する部分の延床面積が総

延床面積の 2分の 1以上ある併用住宅 
 (2)平成 28年 1月 1日から平成31年 12月 31日までの間に

建物の所有権の保存または移転の登記が完了した住宅 
 

常陸大宮市総合戦略 

高齢者住宅
改修費用助
成制度 

要介護者等が自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行お
うとするときに住宅改修費の 9割相当額が支給されるもので
す。 
■支給額 
支給限度基準額(20 万円)の 9割(18 万円)が上限 

■住宅改修の種類 
(1)手すりの取付け 
(2)段差の解消 
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面
の材料の変更 

(4)引き戸等への扉の取替え 
(5)洋式便器等への便器の取替え 
(6)上記 1～5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

厚生労働省 

【重点事業】 

新婚家庭家
賃助成事業 

若年層への定住を促進するため、市内の民間賃貸住宅に入
居する新婚家庭を対象に家賃の一部を予算の範囲内において
助成金として交付するものです。 
■対象者（次のすべての要件を満たす者） 
(1)家賃助成金の交付申請する日前 3年以内に婚姻届を提

出している方 
(2)平成 25 年 4 月 1日以降、新たに市内の民間賃貸住宅の

賃貸借契約を締結し、現に居住し、かつ住民登録した方
(3)夫婦のいずれもが申請時に 40 歳未満である方  など

■助成金・期間 
月額 1万円 
申請のあった翌月から最長 36 カ月 

常陸大宮市総合戦略 
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【重点事業】 

移住促進事
業(空き家
対策事業) 

市への移住及び市内の空き家の利用を促進し、定住人口の
増加を図るため、転入(Ｕターン除く)される方に対して奨励
金等を交付するものです。 
■空き家とは 
 貸家を目的としたものではなく、常住する者がいない住宅
であり、かつ市が調査し登録した物件 
■対象区域 
 山方地域、美和地域、緒川地域、御前山地域の全区及び大
宮地域の一部の空き家を賃貸借(購入)した場合が対象 
■奨励金の額 
 1 世帯につき 10 万円 
■対象要件((1)～(6)のすべてを満たす方) 
 (1)移住の日から 5年以上継続して移住地に居住できる方 
 (2)移住の日において満20歳以上満65歳未満の方で世帯の

人数が 2人以上 
 (3)移住の日の属する年度の前年度において市区町村民税

等の滞納がない 
 (4)移住にあたり居住のために空き家を購入又は賃借する。
 (5)居住の用に供する部分の面積が 60 平方メートル以上 
 (6)移住にあたり当該移住地が属する区域の班に加入する。
 

常陸大宮市総合戦略 

サービス付
き高齢者向
け住宅整備
事業 

バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢
者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け
住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範
囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し
支援するものです。 
 

国土交通省 

緊急通報シ
ステム設置
事業 

ひとり暮らしの高齢者や要援護高齢者等の不安を軽減する
とともに、緊急事態の救助活動をより一層迅速にするため、
緊急通報装置を設置します。 
民生委員を通して依頼があった該当者宅を訪問し、担当職

員が設置します。また、年に一度設置者の移動調査を実施し
ます。 
 

常陸大宮市総合計画 

児童施設等
の整備推進 

子どもの遊び場や保護者の交流の場となる身近な拠点づく
りを推進するため、市民ニーズなどを踏まえた児童館や児童
公園などの整備の具体化に向けた検討を行います。 
 

常陸大宮市総合計画 

地域子育て
支援拠点事
業 

市内の子育て広場や子育て支援センターにおいて、子育て
中の親子が気軽に集まり、子育ての楽しさや不安・悩みを共
有することが出来る仲間づくりの場として、育児相談や子育
てサークル等の育成支援を推進します。 
■場所 
子育て広場(総合保健福祉センター) 
地域子育て支援センター(山方保育所) 
地域子育て支援センター(美和保育所) 
地域子育て支援センター(さくら保育園) 
地域子育て支援センター(大宮聖愛保育園) 
地域子育て支援センター(緒川げんき保育園) 
地域子育て支援センター(御前山認定こども園) 

常陸大宮市総合戦略 

※各種事業・制度の内容は平成 28 年度時点
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基本目標２ 市街地や集落地などの地域特性に応じた住環境づくり 

目指すこと 

本市の自然環境や地形などの異なる地域特性に応じた常陸大宮らしさのある住まい
づくりとして、市街地における生活利便施設や交通環境を活かした便利で快適な住環境
の実現や、郊外部における自然と近接したのどかで穏やかな住環境の実現などを目指し
ます。 

成果指標 
市民の定住意向 
（市民アンケート調査による市内への定住回答割合）

現状値(H28) 目標値(H37) 

51％ 51％以上を維持

具体的施策と個別事業・制度等 

施策２－１ 

【常陸大宮駅周辺の市街地における住環境整備と居住誘導】

・常陸大宮駅周辺の中心市街地において、医療や福祉、買い

物など、市民に対して高次の生活サービスを提供できる都

市中心拠点として基盤整備や環境整備を図り、魅力ある市

街地の形成を進めます。 

・常陸大宮駅周辺の整備と連携し、歩道や駐車場などの道路

環境の改善を進め、利便性と魅力ある商業環境の整備を進

めます。 

・「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、

主に中程度の所得階層の家族向けに供給される賃貸住宅で

ある特定優良賃貸住宅制度の普及により、事業者における

制度活用を促進します。 

・都市計画法に基づく地区計画制度の活用により、市街地に

おける土地利用や建築物などに関する地域住民相互のルー

ルに基づいた良好な住環境などの創出・維持を検討します。

 

常陸大宮駅周辺整備事業

 

 

 

 

 

 

特定優良賃貸住宅制度 

 

 

 

地区計画制度 

施策２－２ 

【郊外部などにおける移住・定住の促進】 

・市街地での便利な暮らしだけでなく、郊外部でのゆとりあ

る暮らしの提供を目指し、都市住民による二地域居住や都

市農村交流を促進させるため、市外からの移住希望者への

相談対応などの環境整備を進めるとともに、インターネッ

トや SNS などを通じた本市の情報発信を推進します。 

・市民が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、公共施

設や福祉施設、店舗などの集積を図り、必要な生活サービ

スを提供できる地域拠点の形成を進めます。 

・交通事業者や関係機関等との連携を図りながら、交通手段

の確保や利用促進に努めるとともに、地域拠点を結ぶ路線

を中心に、いつまでも誰もが安心・便利に利用できる公共

交通体系の構築を進めます。 

 

移住促進事業(空き家対

策事業)（再掲） 

 

 

 

地域拠点形成推進 

 

 

公共交通維持活性化事業

施策２－３ 

【中山間地域や田園集落地における地域資源の活用】 

・歴史の残る街並み景観の保全や活用方法を検討し、地域の

特性を活かした地域活性化を図ります。 

・隣接する城里町との連携・協力により、関東の嵐山と称さ

れる「御前山」と清流「那珂川」の景観資源を活用して県

内・首都圏・外国からの観光誘客促進を図ります。 

・景観計画の策定を検討し、常陸大宮市らしい良好な景観の

形成を促進します。 

 

常陸大宮市浪漫文化街

並みづくり事業 

御前山・那珂川観光強化

事業 

 

良好な景観形成の促進 

  



第 5 章 住宅施策の展開方針 

－64－ 
 

 

個別事業・制度等の詳細 

名称等 詳細内容 所管や位置づけ等 

【地域重点事業】

常陸大宮駅
周辺整備事
業 

JR 常陸大宮駅前の通勤・通学時間帯における交通混雑の緩
和対策や、本市の玄関口の顔としてのイメージアップを図る
ため、駅周辺におけるコミュニティゾーンの整備を図るとと
もに駅舎の改修を推進します。 

常陸大宮市総合戦略 
 
常陸大宮市都市計画 
マスタープラン 

特定優良賃
貸住宅制度 

「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、
中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅
の供給を促進する制度です。 
床面積、構造、広さ、戸数などの条件を満たした賃貸住宅

を地方自治体が建設する方法や、地方自治体などによる補助
により民間事業者が建設する方法があります。 

国土交通省 

地区計画 
制度 

それぞれの地区特性に応じて、良好な都市環境の形成を図
るために必要なことがらを市町村が定める「地区計画レベル
の都市計画」です。 
地区計画では、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方

針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具
体的に定める「地区整備計画」からなり、住民などの意見を
反映して、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを
きめ細かく定めます。 
本市では、少子高齢化に対応したコンパクトシティとして

の整備を図るため、JR 常陸大宮駅周辺、本庁舎やロゼホール
などの中心市街地において、地区計画等の活用を検討します。

常陸大宮市都市計画 
マスタープラン 

【重点事業】 

移住促進事
業(空き家
対策事業) 

【施策 1-2 と重複】 常陸大宮市総合戦略 

【地域重点事業】

地域拠点形
成推進 

公共サービスや福祉サービス、買い物などの地域住民の生
活や活動・交流の拠点となる場所づくりに向けた取り組みを
検討・推進します。 

常陸大宮市総合計画 

【地域重点事業】

公共交通維
持活性化事
業 

地域拠点を結ぶ路線を中心とした公共交通体系の構築を進
めるため、通勤、通学、通院・買物等の利便性向上が図られ
るよう、JR 水郡線をはじめとする他の公共交通との連携や乗
り継ぎの利便性を考慮した新たな路線バスの実証運行の実施
や、沿線住民による利用促進に向けた支援を行います。 

常陸大宮市総合戦略 

【地域重点事業】

常陸大宮市
浪漫文化街
並みづくり
事業 

地域特性を活かした活性化を図るため、歴史の残る街並み
景観の保全や活用方法を検討するとともに、市民の生活環境
の整備に関する取り組みを推進します。 

常陸大宮市総合戦略 

御前山・那
珂川観光強
化事業 

城里町との連携・協力により、御前山や那珂川という魅力
ある資源を活用した観光施策を検討・推進します。 

常陸大宮市総合戦略 

良好な景観
形成の促進 

本市の魅力ある景観を保全・形成するため、市民、各種団
体、行政等の協働により、「景観法」に基づく景観計画等の方
針策定や、景観形成に関する具体的な取り組みについて検討
します。 

常陸大宮市 

※各種事業・制度の内容は平成 28 年度時点

【コンパクトシティ】 

医療・福祉、教育・文化などの都市機能が集約した効率的で持続可能な都市、またはそれを目指した都市政策 
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基本目標３ 市民・事業者・行政の協働による空き家対策などの住宅ストックの有効活用 

目指すこと 

増加する空き家の解消と利活用の促進に向けた取り組みの推進を図るとともに、市民
が長く住み続けられる良質な住宅ストックの形成による次世代への継承を行うほか、市
民の居住ニーズなどを踏まえた市営住宅の適切な維持管理と施設の長寿命化を目指し
ます。 

成果指標 
空き家戸数 
（賃貸・売却用等以外のその他の空き家） 

現状値(H25) 目標値(H37) 

1,560 戸 
2,000 戸程度 

に抑制 

具体的施策と個別事業・制度等 

施策３－１ 

【多様な主体との連携による空き家の除却や利活用促進】 

・空き家の実態把握に努めるとともに、「空家等対策計画」を

策定するなど、空き家の適正な管理を推進します。 

・防災・防犯上危険な空き家については、所有者に対し、適

切な管理に向けた指導・啓発を図ります。 

・市民や民間事業者、関係機関などと連携を図り、空き家に

関する情報の一元化や共有化を推進するなど、空き家の解

消や利活用に関する取組体制を構築します。 

・本市への移住や市内の空き家の利用を促進し、定住人口の

増加と地域の活性化を図るため、市外からの移住希望者の

相談や要望に応える移住コンシェルジュを配置し、移住の

促進を図ります。 

 

空家等対策計画策定 

 

移住促進事業(空き家対

策事業)（再掲） 

 

空き家改修費補助金制

度 

 

 

施策３－２ 

【市営住宅の適正な管理と供給】 

・市営住宅については、居住ニーズや財政状況などを踏まえ、

修繕・更新・統廃合・長寿命化などの計画的な管理を推進

するため、「常陸大宮市公営住宅等長寿命化計画」に基づい

た適正な管理・供給を推進します。 

・市営住宅の更新時においては、高齢者世帯や障がいのある

方などに配慮した施設整備を推進するとともに、整備や運

営などの面において、PPP・PFI などの民間活力の導入につ

いて検討します。 

・生活困窮者の自立を支援するため、「生活困窮者自立支援法」

などに基づき、関係機関と連携しながら適切な措置を講じ

ます。 

 

常陸大宮市公営住宅等

長寿命化計画に基づく

市営住宅の適正管理 

施策３－３ 

【質の高い住宅ストックの形成】 

・長期にわたり住み続けられる質の高い住宅の建設促進や、

良質な住宅を安心して取得できる市場の形成を促進するた

め「長期優良住宅認定制度」や「住宅性能表示制度」の普

及・啓発を図ります。 

・住宅リフォームの普及のため、民間事業者と連携した相談

体制の構築などによる適切な情報提供を行うとともに、建

設費用を補助します。 

・地域資源の活用や林業の活性化を図り、市産材を活用した

住宅建設を促進するため、市内建築業者による市産材を使

った住宅新築の費用を補助します。 

 

長期優良住宅認定制度 

住宅性能表示制度 

 

 

住宅リフォーム資金補

助金 

 

木造住宅建設助成金交

付事業 

いばらき木づかいの家

推進事業 

  【PPP・PFI】 

「Public Private Partnership」、「Private Finance Initiative」の略語で、公共施設の建設や維持管理・運営などを民間の資金

や経営能力、技術的能力を活用して行う手法（官民連携） 
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個別事業・制度等の詳細 

名称等 詳細内容 所管や位置づけ等 

【重点事業】 

空き家対策
計画 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定められたも
ので、市町村における空家等の現状と問題点を把握したうえ
で、空き家等の適正管理、利活用、除却等の方針を明らかに
し、地域住民の相談や各種の実施体制等に関する方針などを
定めるものです。 

国土交通省 
常陸大宮市 

【重点事業】 

移住促進事
業(空き家
対策事業) 

【施策 1-2 と重複】 常陸大宮市総合戦略 

【重点事業】 

空き家改修
費補助金制
度 

本市への移住のために空き家の改修を行う際に補助金を支
給する制度です。 
■支給額 
工事に要した費用の 2分の 1(最高 50 万円) 

■対象要件((1)及び(2)を満たす方) 
(1)移住奨励金の要件を満たす 

 (2)空き家の改修工事は市内に事務所または事業所を有す
る法人、または個人の施工業者により行い、費用は自ら
負担する 

■対象工事 
  改築、増築、模様替え、その他住宅の維持及び機能向上
のために行う補修等で移住の日前または移住の日から 3か
月以内に着工し 6か月以内に完了するもの 

常陸大宮市 

【重点事業】 

常陸大宮市
公営住宅長
寿命化計画 

本計画では、本市における住宅施策に係る現状や課題を把
握し、安全で快適な住まいを長きにわたって確保するため、
市営住宅の建替や維持管理（長寿命化）、用途廃止などの活用
方針を定めており、市営住宅ストックの総合的な活用に関す
る取り組みは本計画に基づいて実施されます。 

常陸大宮市 

長期優良住
宅認定制度 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、構
造躯体等の劣化対策や耐震性、維持管理・更新の容易性など
の基準を満たす住宅の建築計画や維持保全計画を所管行政庁
に提出し、認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅
として、所得税などの税の特例措置が適用される制度です。

国土交通省 

住宅性能表
示制度 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅
性能表示制度の基準を満たした住宅の認定を行うことで、良
質な住宅を安心して取得できる住宅市場を形成することを目
指すものであり、次の 3つの柱から成るものです。 
・新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を 10 年間義

務化する 
・様々な住宅の性能をわかりやすく表示する住宅性能表示
制度を制定 

・トラブルを迅速に解決するための指定住宅紛争処理機関
を整備 

このうち住宅性能表示制度は、具体的には以下のような内
容となっています。 
・住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関
する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、
評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相

国土交通省 
 
(一社)住宅性能評価・表
示制度協会 
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互比較を可能にする。 
・住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整
備し、評価結果の信頼性を確保する。 

・住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容と
されることを原則とすることにより、表示された性能を
実現する。 

住宅リフォ
ーム資金補
助金 

緊急地域経済対策の一環として市内経済及び市民生活の安
定化を図るため、市内の施工業者によって住宅のリフォーム
工事を行う市民に対し、補助金を交付するものです。 
■対象者（次のすべてに該当） 
(1)市内に住所を有する方 
(2)補助対象住宅に 3年以上居住していること 
(3)補助対象住宅の所有者であること       など 

■補助金 
20 万円以上 100 万円未満の工事：10％の額 
100 万円以上の工事：10 万円 

常陸大宮市 

【重点事業】 

木造住宅建
設助成金交
付事業 

林業の振興と地域産業の育成を図ることを目的に、常陸大
宮市産材を使用して住宅を新築する方に対して補助金を交付
するものです。 
■金額 
常陸大宮市産材１㎡につき 4万円(限度額 60 万円) 

■対象 
市内に自ら居住するための住宅を建築し、工事完了後速

やかに入居できる方 
■条件 
・市産材を 5立方メートル以上使用する新築の住宅 
・市内の建築業者が施工する住宅 
・市区町村民税等を滞納していない方 
・助成金の申請日の属する年度内に事業が完了する 

常陸大宮市総合戦略 

いばらき木
づかいの家
推進事業 

県産材の需要拡大が森林の有する公益的機能の高度発揮に
つながることから、県産材を使用した木造住宅の建築に助成
し、県産材の良さを普及啓発することにより、木材需要の多
くを占める住宅建築分野における県産材の利用促進を図るも
のです。 
■金額 
一戸当たり 20 万円を上限 

■主な要件 
(1)茨城県内に建築 
(2)自ら居住する建築される新築の一戸建て木造住宅 
(3)住宅建築後３年間は他者に住宅を譲渡・転売しない 
(4)県内に本社を置く大工・工務店・木材販売店・建築士等
が建築・施工監理する 

(5)建物は建築基準法に適合した住宅とする    など 

茨城県 

※各種事業・制度の内容は平成 28 年度時点 
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基本目標４ 災害に強い防災まちづくりの推進 

目指すこと 

近年、激甚化・頻発化・大規模化する自然災害や火災などの人的災害に対する住宅の
安全性の向上を図るほか、道路や公園などの住生活関連インフラの整備による防災機能
の強化とともに、災害発生時における自助・共助による取り組みを含めた総合力による
安全・安心な住環境整備を目指します。 

成果指標 
耐震基準(昭和 56 年基準)が求める耐震性を有しな
い住宅ストック（持ち家）の比率 

現状値(H25) 目標値(H37) 

30％ おおむね解消 

具体的施策と個別事業・制度等 

施策４－１ 

【住宅や公共公益施設の耐震化促進】 

・震災に強い住宅の普及を図るため、木造住宅の耐震診断を

促進するなど、住宅等の耐震化に向けた取組を推進します。

・大規模盛土造成地の現況調査結果等に基づいた、大規模盛

土造成地マップ等を作成・公表することで、地盤災害を予

防し、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進します。 

 

耐震診断士派遣補助事

業 

 

宅地耐震化推進事業 

施策４－２ 

【狭隘道路の解消や避難場所の整備】 

・避難場所や避難経路の周知徹底を図るとともに、避難場所

における施設整備や備蓄品の確保を進め、避難所機能とし

ての充実を図ります。 

・風水害・土砂災害を可能な限り未然に防止するため、治山・

治水対策を関係機関と連携しながら安全対策を推進しま

す。 

・市街地・集落地などの状況に応じて、市民生活を支える身

近な道路の計画的な整備と適切な維持管理を推進します。

・市街地における市民の憩いの場としての公園整備について

検討します。 

・災害時や緊急時における情報通信システムの構築を図り、

市民の安全対策を推進します。 

 

社会基盤施設整備事業 

施策４－３ 

【自主防災組織への支援】 

・市民の防災意識の啓発に努め、自主防災組織の設立を促し、

活動支援や防災士等の人材育成等に努め、地域防災力の強

化を図ります。 

・ハザードマップの検証・更新・周知を図るなど、計画的な

地域防災対策を実践します。 

 

自主防災組織育成事業 
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個別事業・制度等の詳細 

名称等 詳細内容 所管や位置づけ等 

耐震診断士
派遣補助事
業 

建築物の耐震化を促進するため、その支援策として、個人
が茨城県の認定する耐震診断士と契約し、木造住宅の一般診
断・精密診断を行なう場合に耐震診断費用の一部について補
助を受けられるものです。 

茨城県 
 
常陸大宮市 

宅地耐震化
推進事業 

大規模な地震発生時に大きな被害を生じる恐れのある、大
規模な盛土を行った住宅団地などについて、地震発生時の被
害を予測し、その結果をハザードマップ等のひとつとして公
表するものです。 
本市では、「常陸大宮市地域防災計画」に基づき、地盤災害

の予防といった地震に強い計画的なまちづくりを推進してお
り、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、大規模盛土造
成地マップ等を作成・公表することで、住民の防災意識が向
上し、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進します。 

社会資本整備総合交付
金(防災・安全交付金) 

【重点事業】 
社会基盤施
設整備事業 

市民生活を支える重要な公共施設である道路や公園、下水
道等の整備を推進します。 
また、ICT を防災・子育て・医療・福祉・教育など市民サ

ービスの一層の向上や多面的な地域づくりに活用し、安心で
快適なまちづくりを支える地域情報化を推進します。 

常陸大宮市総合計画 

自主防災組
織育成事業 

市民の防災に関する理解と防災意識の高揚を図るととも
に、自分達の地域は自分達で守るという連帯感のもと、地域
防災体制の充実を図るため、自主防災組織の育成・活動支援
を実施します。 
自主防災組織内の災害危険箇所の把握、防災訓練の実施、

災害時には、情報収集・伝達、出火防止、初期消火、住民の
避難誘導、負傷者の救出、救護、給食・給水等の活動を実施
します。 

常陸大宮市総合計画 
常陸大宮市地域防災計画

※各種事業・制度の内容は平成 28 年度時点 

 

 

  

【ICT】 

「Information Communication Technology」の略語で、インターネットなどの情報通信技術の総称 
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基本目標５ 新技術などを活用した環境にやさしい住まいづくり 

目指すこと 

地球環境問題等に対応した省エネルギー型住宅や、自然環境への負荷が少ない暮らし
の普及に向けて、再生可能エネルギーや、ICT や IoT などの新技術を活用するとともに、
本市が有する森林や河川等の豊かな自然環境を保全・活用し、生活環境の向上を目指し
ます。 

成果指標 
一定の省エネルギー対策を実施した（太陽光発電機
器等の設備を設置した）住宅ストックの比率 

現状値(H25) 目標値(H37) 

37％ 50％以上 

具体的施策と個別事業・制度等 

施策５－１ 

【省エネルギー型住宅の普及促進】 

・太陽光発電などの再生可能エネルギーの有効活用を推進し、

住宅の省エネルギー化を図ります。 

・家庭用発電システム(エコキュート、エコウィル、エコジョ

ーズ、エネファーム、太陽熱給湯器等)に関する普及・啓発

と助成制度の活用促進を図ります。 

・住宅において ICT を用いてエネルギー使用を管理し、最適

化するエネルギーマネジメントシステム(HEMS)の普及・啓

発を図ります。 

・省エネルギー型住宅を普及するため、住宅のエコリフォー

ムを推進するとともに、「長期優良住宅認定制度」や「住宅

性能評価制度」の活用促進を図ります。 

・環境負荷の少ない暮らしの実現に向け、省エネルギー対策

や温室効果ガスの発生抑制に向けた取組みを市民や民間事

業者、関係機関とともに実践していきます。 

 

住宅用太陽光発電シス

テム設置補助 

 

二酸化炭素冷媒ヒート

ポンプ給湯器（エコキュ

ート）導入補助金 

 

 

住宅リフォーム資金補

助金（再掲） 

長期優良住宅認定制度

（再掲） 

住宅性能評価制度 

（再掲） 

施策５－２ 

【森と水の保全による生活環境の向上】 

・公共用水域の汚濁防止や生活環境の保全を図るため、公共

下水道事業や農業集落排水事業を推進するとともに、下水

道区域以外の地域における合併処理浄化槽の設置を促進し

ます。 

・家庭ごみの発生・排出抑制や、資源ごみの有効活用を推進

します。 

・森林の健全な育成や、地球温暖化防止に資する森林資源の

有効活用を図るため、間伐材などの市産材を活用した住宅

建設を促進します。 

・CO2排出量の削減による地球温暖化防化のため、石油燃料の

代替燃料として、木質バイオマスエネルギーの活用を促進

します。 

 

常陸大宮市公共下水道

事業等 

 

 

資源ごみ回収報奨金 

 

木造住宅建設助成金交

付事業（再掲） 

 

いばらき木づかいの家

推進事業（再掲） 

木質バイオマス利活用

事業 

  
【ICT】 

「Information Communication Technology」の略語で、インターネットなどの情報通信技術の総称 

【IoT】 

「Internet of Things」の略語で、従来のパソコンなどの IT 関連機器以外の様々な“モノ”をインターネットに接続する技術 
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個別事業・制度等の詳細 

名称等 詳細内容 所管や位置づけ等 

住宅用太陽
光発電シス
テム設置補
助 

市内に自らが居住するための住宅に住宅用太陽光発電シス
テムを設置した者に対し、1kw あたり 2万 5千円を補助する
ものです。(上限:10kw(7 万円)) 

常陸大宮市環境基本計画

二酸化炭素
冷媒ヒート
ポンプ給湯
器（エコキ
ュート）導
入補助金 

省エネルギーによる地球環境の保全を推進することを目的と
して、二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器（通称：エコキュ
ート）を設置する方に対して、予算の範囲内で設置費の一部
を補助するものです。（ヒートポンプ給湯器1基につき4万円）

常陸大宮市環境基本計画

住宅リフォ
ーム資金補
助金 

【施策 3-3 と重複】 常陸大宮市 

長期優良住
宅認定制度 

【施策 3-3 と重複】 国土交通省 

住宅性能評
価制度 

【施策 3-3 と重複】 国土交通省 

常陸大宮市
公共下水道
事業等 

公共用水域の水質保全を目的として、都市計画域内の下水道
を整備する公共下水道事業を行っているほか、その他の地域
において農業集落排水事業や合併処理浄化槽の設置に対する
補助金交付を行っています。 

常陸大宮市 

資源ごみ回
収報奨金 

ごみの減量と資源ごみの有効活用を推進するため、資源ご
みを自主的に集団回収している団体(地区・高齢者クラブ・子
ども会等)に対して回収量に応じた報奨金を交付するもので
す。 

常陸大宮市 

【重点事業】 

木造住宅建
設助成金交
付事業 

【施策 3-3 と重複】 常陸大宮市総合戦略 

いばらき木
づかいの家
推進事業 

【施策 3-3 と重複】 茨城県 

木質バイオ
マス利活用
事業 

市総面積の約 6割を占める森林から間伐等により発生した
林地残材を木質バイオマスエネルギーとして利用する取り組
みを行っています。 
間伐等により発生した林地残材をチップ化し、燃料として

利用することで、CO2排出量削減による地球温暖化の防止や地
域内における未利用資源の有効利用などが図られます。 

常陸大宮市 

※各種事業・制度の内容は平成 28 年度時点 
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基本目標６ 地域社会やコミュニティの維持・形成に向けた支援 

目指すこと 
市民の住生活を支えるコミュニティの維持・活性化に向けた取り組みの推進のため、

市民・民間事業者・NPO・行政等の協働による住まいづくりを目指します。 

成果指標 
地域コミュニティの推進に対する市民満足度 
（常陸大宮市総合計画における政策指標を採用） 

現状値(H27) 目標値(H37) 

2.95 点 3.30 点以上 

具体的施策と個別事業・制度等 

施策６－１ 

【自治会活動への支援】 
・市民の自治意識の高揚を図るとともに、地域を支える区や
班の課題を整理し、これらのあり方について検討を行いな
がら、自治組織の育成と支援に努めます。 

・地域活性化支援交付金の交付などにより、地域コミュニテ
ィ活動を支援します。 

 
地域活性化支援交付金
事業 

施策６－２ 

【市民の交流機会の確保】 
・集落支援員や地域おこし協力隊と連携し、元気な地域コミ
ュニティづくりを推進します。 

・市民参加の祭りやイベントなど身近な地域コミュニティ活
動の充実を図ります。 

・地区集会所の建設や修繕に対する補助を行い、地域コミュ
ニティ活動の拠点としての機能を高めていきます。 

・自主的なまちづくり活動等を支援するため、各分野におい
て優れた知識や技能を有する方に関する情報を一元的に管
理し、人材バンク制度として有効に活用するとともに、人
材同士がお互いにネットワークで結ばれ、市民による人づ
くりが推進されることにより、豊かな人間関係と地域活動
の活性化を図ります。 

 
常陸大宮市人財ネット
ワーク推進事業 

個別事業・制度等の詳細 

名称等 詳細内容 所管や位置づけ等 

地域活性化
支援交付金
事業 

活力と魅力ある地域づくりを推進するため、自主的に自治
活動等を実践する自治組織に交付金を交付し、自治活動の活
性化と市民主体の活力ある地域社会の確立を図ることを目的
とする事業です。 

常陸大宮市総合計画 

常陸大宮市
人財ネット
ワーク推進
事業 

健康・文化・福祉分野などで活躍する豊富な知識をもった
方を「ひたまる先生」として登録し、先生と市民がいつでも、
どこでも、誰でも楽しく学びあえる場を提供するもので、「ひ
たまる先生会」の名称で運営しています。 

常陸大宮市総合戦略 

※各種事業・制度の内容は平成 28 年度時点 
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３．地域別方針 

本市の地域ごとに異なる特性を踏まえた住生活関連施策は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：常陸大宮市総合計画「将来の土地利用・都市構造図」をもとに作成

(注):「地域拠点」は今後設定するものであり、図中における拠点箇所についてはイメージとなります。
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市街地の暮らし 

目指すこと 
公共交通(鉄道・バス)と生活機能(商業・医療・教育)等の集積性を活かした高い利便

性が魅力の暮らしを目指します。 

主な 
対象地域 

JR 水郡線常陸大宮駅周辺の市街地とその周辺の地域 

暮らし方や住まい方のイメージ 

【徒歩中心のコンパクトな暮らし】 
・日常生活のために必要な活動(買い物、通院、通学等)を支える施設がおおむね徒歩圏域にあり、

子どもや高齢者など誰もが徒歩を主な交通手段にできるコンパクトな暮らし 
【公共交通が利用しやすい暮らし】 
・JR 常陸大宮駅を利用して水戸方面などに通勤・通学ができるほか、駅を中心とする路線バスを利

用して市街地内外への移動がしやすいなど、公共交通機関を上手に活用する暮らし 
【バリアフリーな街の暮らし】 
・多くの人が集まる商業施設や公共公益施設、駅などの周辺では、誰もが不自由なく移動できるよ

うに、歩道や駐車場、施設内のバリアフリー環境が整い、ストレスが少ない暮らし 
【都市基盤や街並みが整った暮らし】 
・人や産業が集まる市街地でさまざまな活動を支えるために、道路や公園・緑地、上下水道などの

都市基盤施設が充実し、建物の種類や街並み景観が整った、安全・快適・便利な暮らし 
【多様な住宅様式を選べる暮らし】 
 ・戸建て住宅だけでなく、官民による集合住宅など、住まい手の人数や属性などによる様々なニー

ズに応じた多様な住宅様式を選択できる暮らし 
【空き家や空き地を活用した住みかえの暮らし】 
 ・市街地内の空き家や空き地のストックについて、良い物をうまく活かす工夫(リノベーション)を

楽しむ個性的な暮らし 

目標像を達成するための代表的な個別事業・制度等(全市共通のものを除く) 

・常陸大宮駅周辺整備事業 
 

  

空き家・空き店舗等 
をリノベーションした
住宅や店舗 

高齢者が安心して 
生活できる住宅 

若年・子育て世帯が 
快適に生活できる住宅

市の玄関口として 
ふさわしい景観 安心で快適な歩行空間

駅周辺における暮らしのイメージ図

市街地における暮らしのイメージ図 

医療・福祉施設や 
子育て支援施設が充実 

低層低密で 
ゆとりのある住宅地 

賃貸住宅や戸建て住宅
などの多様な住宅地 

道路や広場が 
整備された市街地 

日常生活に 
便利な買い物環境 

資料：国土交通省「豊かな住生活の実現に向けて」をもとに作成
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郊外部の暮らし 

目指すこと 
幹線道路や駅周辺に公共施設や店舗、福祉施設等が集積する小さな拠点を核とする集

落地のシンプルな生活圏域が魅力の暮らしを目指します。 

主な 
対象地域 

JR 水郡線の各駅周辺、国道や県道沿いなどで宅地や各種施設が集まっているまちや集落
付近の地域 

暮らし方や住まい方のイメージ 

【公共施設や店舗、福祉施設等が集積する地域拠点の活力がある暮らし】 

・幹線道路の沿道と駅周辺に、市役所支所などの公共施設や店舗・サービス施設・福祉施設などの

公益施設などが集積する「小さな拠点」のある便利で活力のある暮らし 

【地域コミュニティによる助け合いがある暮らし】 

・市民が集まって暮らすことで、地域コミュニティが維持され、地域内での助け合いや支え合いに

よって日常生活や行事・祭事などが続けられる暮らし 

【公共交通等の維持・活用によるつながりのある暮らし】 

・常陸大宮駅周辺の市街地や、他の周辺都市にある各種生活機能などを比較的容易に利用できるつ

ながりのある暮らし 

【生活スタイルや世帯の状況に応じて住まいを選べる暮らし】 

・戸建て住宅を中心としつつも、公営住宅やグループホームなど一定の選択制がある暮らし 

 

「小さな拠点」のイメージ図 

目標像を達成するための代表的な個別事業・制度等(全市共通のものを除く) 

・地域拠点形成推進 
 

  

資料：内閣府「住み慣れた地域で暮らし続けるために」 
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中山間地域や田園集落地の暮らし 

目指すこと 
山並みや河川の自然環境、水田や畑地の田園環境が織りなす豊かな風土と美しい景観

が魅力の暮らしを目指します。 

主な 
対象地域 

「市街地」や「郊外部」以外の里山周辺や小規模な集落の地域 

暮らし方や住まい方のイメージ 

【市街地では味わえない広大な宅地や後背地の里山によるゆったりとした暮らし】 

・伝統的な平屋建ての納屋付き農家住宅などの暮らしが楽しめるのどかな暮らし 

【都市農村交流によって穏やかに活力を維持する暮らし】 

・美しい自然環境や多様な農林水産物、アウトドアライフなどが魅力となって、首都圏などの都市

部から観光・余暇を目的として訪れる来訪者との交流で元気を維持する暮らし 

【自然環境や田園環境に加えて伝統的な建築物などを尊重した里山暮らし】 

 ・本市の豊かな里山の環境や伝統的な農家住宅などを地域の魅力として、二地域居住や UJI ターン

による定住が進むなど、自然環境や地域資源を尊重したこだわりのある暮らし 

【人口減少や高齢化の課題を多様なつながりの手段で補う暮らし】 

 ・人口減少によって生活利便機能やコミュニティの低下などの課題に対して、ICT を活用した遠隔

医療や見守りシステム、通信販売や配車・配食サービスなどで補完することや、地域間を道路や

公共交通などで結ぶことなどにより、離れていてもきちんとつながっている暮らし 

 

中山間地域や田園集落地における暮らしのイメージ図 

目標像を達成するための代表的な個別事業・制度等(全市共通のものを除く) 

・常陸大宮市浪漫文化街並みづくり事業 
 

  

都市居住者との交流の 
機会となる農業体験学習 

里山や清流による
魅力ある自然環境

空き家や空き地を活用した
二地域居住者向け住宅 

リフォームにより 
長く住み続けられる農家住宅 

水田や畑地の 
のどかな田園環境 

暮らしを支える公共・公益
施設のある集落の中心部 

資料：国土交通省「豊かな住生活の実現に向けて」をもとに作成 
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地域の暮らしをつなぐネットワーク 

目指すこと 
各地域の個性豊かな暮らしをつなぐ交通ネットワークによる交流・連携・役割分担、

相互支援のしくみを目指します。 

主な 
対象地域 

市全域(市街地、郊外部、中山間地域や田園集落地を相互に連絡)  

暮らし方や住まい方のイメージ 

【市街地や地域拠点につながる安心感のある暮らし】 

・都市中心拠点である常陸大宮駅周辺市街地に集積している生活機能や、市内数カ所の地域拠点に

ある各種利便施設などを公共交通で誰もが利用できるセーフティーネットのある安心な暮らし 

【鉄道・バスの基幹的公共交通網が支える便利な暮らし】 

・市民の日常的な移動を支え、利用促進を図るとともに、観光客の利用も取り込むなどの利活用促

進を加えることで路線の収益性向上に役立て、路線が維持・存続される便利な暮らし 

【その他の民間事業者による多様な移動支援のある暮らし】 

・タクシーをはじめ、医療施設や福祉施設などの事業者による送迎サービスなど、多様な目的に応

じて多様な移動手段を利用できる暮らし 

【道路整備が支える時間短縮や災害時の孤立を予防する快適で安心な暮らし】 

 ・地域間を連絡する主要な幹線道路の整備とともに、主要構造物である橋梁・トンネル等の整備に

よって、移動時間の短縮による医療支援や大規模災害発生時の地区の孤立予防による安心感のあ

る暮らし 

 

拠点間を結ぶ交通ネットワークのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標像を達成するための代表的な個別事業・制度等(全市共通のものを除く) 

・公共交通維持活性化事業 
 

 

資料：国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」をもとに作成 
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４．住宅施策の大綱 

本市の住生活関連施策の基本方針や施策展開方針などを大綱としてまとめると次のとおりです。 

 

 

施策４－１ 住宅や公共公益施設の耐震化促進 

施策４－２ 狭隘道路の解消や避難場所の整備 

施策４－３ 自主防災組織への支援 

耐震診断士派遣補助事業 

基本目標５ 

新技術などを活用した環境にやさしい住

まいづくり 

基本目標６ 

地域社会やコミュニティの維持・形成に向

けた支援 

施策６－１ 自治会活動への支援 

施策６－２ 市民の交流機会の確保 

施策５－１ 省エネルギー型住宅の普及促進 

施策５－２ 森と水の保全による生活環境の向上 

基本目標１ 

若年・子育て世帯や高齢者など誰もが安心

して暮らしやすい住まいづくり 

施策１－１ 子育て支援住宅やバリアフリー住宅の普及 

施策１－２ 多様な居住ニーズに応じた住まいづくりの推進 

施策１－３ 子育て支援施設の環境整備 

定住促進のための住宅取得奨励金交付事業 

高齢者住宅改修費用助成制度 

新婚家庭家賃助成事業 

移住促進事業(空き家対策事業) 

サービス付き高齢者向け住宅整備事業 

緊急通報システム設置事業 

木造住宅建設助成金交付事業 【再掲】 

児童施設等の整備推進 

地域子育て支援拠点事業 

常陸大宮駅周辺整備事業 

特定優良賃貸住宅制度 

宅地耐震化推進事業 

地区計画制度 

公共交通維持活性化事業 

移住促進事業(空き家対策事業) 【再掲】 

地域拠点形成推進 

常陸大宮市浪漫文化街並みづくり事業 

御前山・那珂川観光強化事業 

良好な景観形成の促進 

移住促進事業(空き家対策事業) 【再掲】 

空き家改修費補助金制度 

空家等対策計画策定 

常陸大宮市公営住宅等長寿命化計画に基づく市営住宅の適正管理 

いばらき木づかいの家推進事業 

木造住宅建設助成金交付事業 

住宅性能表示制度 

重点事業

長期優良住宅認定制度 

住宅リフォーム資金補助金 

基本目標 施策方針 基本理念 

基本目標２ 

市街地や集落地などの地域特性に応じた

住環境づくり 

施策２－１ 常陸大宮駅周辺の市街地における住環境整備と居住誘導

施策２－２ 郊外部などにおける移住・定住の促進 

施策２－３ 中山間地域や田園集落地における地域資源の活用 

基本目標３ 

市民・事業者・行政の協働による空き家対

策などの住宅ストックの有効活用 

施策３－１ 多様な主体との連携による空き家の除却や利活用促進

施策３－２ 市営住宅の適正な管理と供給 

施策３－３ 質の高い住宅ストックの形成 

基本目標４ 

災害に強い防災まちづくりの推進 

個別事業・制度等 重点事業等 

重点事業

社会基盤施設整備事業 

自主防災組織育成事業 

住宅用太陽光発電システム設置補助 

二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)導入補助金 

住宅リフォーム資金補助金 【再掲】 

長期優良住宅認定制度 【再掲】 

常陸大宮市公共下水道事業等 

いばらき木づかいの家推進事業 【再掲】 

資源ごみ回収報奨金 

木質バイオマス利活用事業 

地域活性化支援交付金事業 

常陸大宮市人財ネットワーク推進事業 

重点事業

重点事業

重点事業

重点事業

地域重点

重点事業

重点事業

地域重点

地域重点

地域重点

重点事業

重点事業

重点事業
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１．協働による住まいづくり 

多様化する市民ニーズへの対応や、健全な住宅市場の形成のためには、行政をはじめとして、市

民や住宅関連事業者などの多様な主体が、本市の住生活に係る課題を共有し、それぞれの明確な役

割分担のもと連携・協力による取り組みを進めることが必要です。このため、住宅施策の総合的な

推進においては、基本目標６の視点で掲げた協働による住まいづくりが特に重要となることから、

本計画では、市民、住宅関連事業者、行政などのそれぞれの立場が担う役割や参画に関する基本的

な考え方を整理します。 

 

（１）市民や地域、団体（NPO 等）の役割 

魅力ある住まいづくりのためには、そこで暮らす市民が主体となって関与することが重要です。

このため、市民は、地域の課題や魅力への理解を深め、良質な住宅の適切な管理に努めるととも

に、市民生活において重要な役割を担う地域社会への参加を通じ、より良い住まいづくりに向け

た取り組みを進めていくことが望まれます。 

また、NPO などの市民団体などは、地域コミュニティが希薄化するなか、地域社会における

様々なサービス提供の担い手としての役割が認識されており、豊かな住まいづくりの実現のため

には、福祉・子育て・交流などの居住者支援活動を積極的に推進することが望まれます。 

 

（２）住宅関連事業者の役割 

住宅の取得や建替えの多くは住宅関連事業者が担う住宅市場を通じて行われることから、良質

な住宅ストックの形成と供給においては、住宅関連事業者との連携・協力が特に重要です。住宅

関連事業者においては、住宅の安全性などの品質確保や、住宅の省エネルギー化などの技術向上

に努め、市民が安心して快適に暮らせる住宅ストックの形成や供給を推進することが望まれます。

また、市民が安心して住宅を選択できるよう、住宅や土地などについて、正確かつ適切な情報を

提供することが望まれます。 

 

（３）行政の役割 

行政は、市民ニーズを取り入れながら、市民の住まいや暮らしに係る様々な施策を計画・推進

するとともに、市民や住宅関連事業者などの多様な主体による魅力ある住まいづくりに向けた取

り組みを誘導・支援する役割を担います。 

市民に対しては、住まいや住環境に関する適切な情報提供を行うとともに、障がい者などの住

宅確保が困難な市民に対する居住支援を推進します。さらに、地域社会の担い手である市民に対

し、地域社会への参画促進や人材育成、地域活動の支援に向けた取り組みや、市民団体が必要な

事業やサービスの提供が可能となる環境整備を推進します。 

第６章 住宅施策の推進に向けて 
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住宅関連事業者に対しては、住宅市場が円滑かつ適切に機能するための環境整備を進めるとと

もに、法令などに基づいた適正な指導・誘導に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．他分野や関係機関等との連携 

市民の暮らしは、住宅以外において、医療、福祉、環境、文化などの様々な生活環境が密接に関

係し成立しています。このため、住宅施策の推進にあたっては、施策の相乗効果や波及効果を高め

るため、単一の施策や事業に取り組むのではなく、住まいづくりに係る様々な分野と密接に連携し、

総合的かつ戦略的な施策の推進に努めます。 

また、本計画に基づく取り組みにおいては、上位計画となる「住生活基本計画（全国計画）」や「茨

城県住生活基本計画」、その他関連事業や制度との整合を図るなど、今後とも国や県との連携を図り

ます。 

また、必要な施策の推進においては、国や県が取り組む各種事業や支援策などの活用について検

討するとともに、効果的な施策の推進を図るため、必要に応じて、周辺自治体を含めた広域的な地

域連携による取り組みを推進します。 

 

３．計画の評価と見直し 

本計画に基づく取り組みの推進においては、計画内容の適切性を確保するため、市民意向や統計

調査の結果などを活用して事業の検証・評価を行い、必要に応じて見直しを進めます。また、施策

や事業の目標を定量化することで、達成状況に関する評価プロセスを容易にするとともに、それら

の情報を広く市民に公開することで、施策や事業の内容について、市民の認識や意識の高揚を図る

とともに、事業の効果を高めます。 

【市民・市民団体】 

・住まいの適切な維持管理 

・地域･コミュニティへの参画と取り組み

【住宅関連事業者】 

・良質な住宅ストックの形成・供給 

・住宅などの正確かつ適切な情報提供 

【行 政】 

・市民ニーズを踏まえた総合的な住宅施策の推進

・協働による住まいづくりの普及促進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 



 



参考資料 

－81－ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

参考資料 市民アンケート調査票 
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問９ あなたの住んでいる地区の生活環境（Ａ～Ｖの項目）における現在の「満足度」に

ついて、当てはまるものを選んで全ての項目に○をつけてください。また、生活す

る上で、特に重視する項目を５つ選んで右枠内に○をつけてください。

項 目

満足度

【A～V の項目全てに○】

重要度

【特に重視する項目５つに○】

満不満不ややい良い良変大

Ａ 日常の買い物のしやすさ １ ２ ３ ４

Ｂ 通勤通学の便利さ １ ２ ３ ４

Ｃ 金融機関への利便性 １ ２ ３ ４

Ｄ 市の施設への利便性 １ ２ ３ ４

Ｅ 医者・病院への利便性 １ ２ ３ ４

Ｆ 交通安全 １ ２ ３ ４

Ｇ 防災 １ ２ ３ ４

Ｈ 治安・防犯 １ ２ ３ ４

Ｉ 児童福祉や学校教育 １ ２ ３ ４

Ｊ 子供の遊び場 １ ２ ３ ４

Ｋ 街並みや景観 １ ２ ３ ４

Ｌ 自然や緑の豊かさ １ ２ ３ ４

Ｍ 周辺の道路の安全性 １ ２ ３ ４

Ｎ 公園や広場の快適性 １ ２ ３ ４

Ｏ 上下水道の整備状況 １ ２ ３ ４

Ｐ 情報通信環境 １ ２ ３ ４

Ｑ 周辺の騒音や振動 １ ２ ３ ４

Ｒ 周辺の日照や通風 １ ２ ３ ４

Ｓ 周辺の空気の汚れや悪臭 １ ２ ３ ４

Ｔ ごみの収集(不法投棄等) １ ２ ３ ４

Ｕ 近所づきあいや町内会 １ ２ ３ ４

Ｖ 地域の活気やにぎわい １ ２ ３ ４

－3－
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【将来の住まいやまちづくりの将来像についてお聞きします。】

問 10 将来の常陸大宮市における住まいやまちづくりについて、特に重要だと思うもの

を次の中から１つだけ選んで○をつけてください。

問 11 住宅に関する様々な施策の中で、将来、どのような施策に重点を置いてほしいで

すか。次の中から３つ選んで○をつけてください。

１．自然の熱や風を利用した省エネルギー化などの環境にやさしい住まい・まちづくり

２．

３．建物の耐震性や防火性が確保された安全性の高い住まい・まちづくり

４．子育て支援が充実した安心して子育てができる住まい・まちづくり

５．

６．

７．その他（ ）

１．市営住宅の改築や修繕（バリアフリー化や補修など）

２．幹線道路や鉄道駅周辺の市街地における住環境（道路･公園･下水道など）の整備

３．集落部における住環境（道路･公園･下水道など）の整備

４．空き家の除却や利活用への支援

５．住宅の耐震診断や耐震改修への支援

６．太陽光発電施設などの自然エネルギーを利用した住宅設備への支援

７．民間賃貸住宅（アパートなど）の建設促進に関する支援

８．住宅のバリアフリー化への支援

９．地元産材の利用促進に関する支援

10．公共交通（バスなど）の充実

11．若者や子育て世代などに対する市内への住み替えに関する支援

12．体の不自由な人や高齢者向け住宅の確保や生活支援サービスの充実

13．地域コミュニティの活動に関する支援
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基本目標１：若年・子育て世帯や高齢者など誰もが安心して暮らしやすい住まいづくり 

 
 
 
 
■指標設定の考え方 

・常陸大宮市総合計画「ひたちおおみや未来創造アクションプラン」の政策指標を採用 
 
政策プロジェクト」 

 
 
 
 
 
 
 
基本目標２：市街地や集落地などの地域特性に応じた住環境づくり 

 
 
 
 
■指標設定の考え方 

・平成 28 年 8 月に実施した「常陸大宮市住生活基本計画」アンケート調査の結果を参考に設定 
 
政策プロジェクト」 

 
 
 
 
 
 
 
  

【成果指標】市の子育て支援や環境の市民満足度（常陸大宮市総合計画における政策指標を採用） 
【現 状 値】（H27）：25.5％ 
【目 標 値】（H37）：30％以上 

常陸大宮市総合計画「ひたちおおみや未来創造アクションプラン」 
⇒政策プロジェクト 
プロジェクトⅠ 常陸大宮を支える「ひとづくり」プロジェクト 
指標①：市の子育て支援や環境の満足度 
【基準値（平成 27 年度）：25.5％ → 平成 33 年度：30.0％】 
・子育て支援や子育て環境づくりに対する取組の成果を示す指標であり、効果的な支援により、

子育てしやすい環境を誰もが実感できる環境づくりを目指します。 

【成果指標】市民の定住意向（市民アンケート調査による市内への定住回答割合） 
【現 状 値】（H28）：51％ 
【目 標 値】（H37）：51％以上を維持 

「常陸大宮市住生活基本計画」アンケート調査の概要 
・調査対象：20 歳以上の市民 2,000 人（無作為抽出）※5 地域別人口割合に応じた層化抽出 
・回 収 数：641 件（回収率 32.1％） 
 
⇒問 14 将来、他の場所に住み替えるとしたら、 

どこの場所に住み替えたいですか。 
【引き続き「常陸大宮市内」を選択した 
回答者割合（51％）を設定】 
 
 

常陸大宮市内, 
316件, 51%

水戸市, 102件, 
17%

日立市, 8件, 1%

ひたちなか市, 48
件, 8%

那珂市, 50件, 8%

大子町, 3件, 1%

城里町, 7件, 1%

常陸太田市, 13件, 
2%

栃木県, 15件, 2% その他, 58件, 9%

参考資料 成果指標設定の考え方 
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基本目標３：市民・事業者・行政の協働による空き家対策などの住宅ストックの有効活用  

 
 
 
 
■指標設定の考え方 

・住生活基本計画（全国計画）（H28.3）における成果指標を参考 
・住宅・土地統計調査（総務省統計局）の結果を参考 
 
政策プロジェクト」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【成果指標】空き家戸数（賃貸・売却用等以外のその他の空き家） 
【現 状 値】（H25）：1,560 戸 
【目 標 値】（H37）：2,000 戸程度に抑制 

住生活基本計画（全国計画）（H28.3） 
⇒目標６ 急増する空き家の活用・除却の推進 
（成果指標）賃貸・売却用以外の「その他の空き家」数 
【318 万戸（平成 25）→400 万戸程度におさえる（平成 37）】 

住宅・土地統計調査（H25） 
⇒その他の空き家数：1,560 戸 
※第 25 表 空き家の種類(4 区分)、腐朽・破損の有無(2 区分)、建て方(2 区分)、構造(2 区分)別空き家数―市区 

・全国計画における現状値と目標値の比率（1.26 倍（400/318））を参考に、本市の目標値を算出（1,560
×1.26=1,966 戸≒2,000 戸） 
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基本目標４：災害に強い防災まちづくりの推進 

 
 
 
 
■指標設定の考え方 

・住生活基本計画（全国計画）（H28.3）における成果指標を参考 
・住宅・土地統計調査（総務省統計局）の結果を参考 
 
政策プロジェクト」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【成果指標】耐震基準(昭和 56 年基準)が求める耐震性を有しない住宅ストック（持ち家）の比率 
【現 状 値】（H25）：30％ 
【目 標 値】（H37）：おおむね解消 

住生活基本計画（全国計画）（H28.3） 
⇒目標５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックの更新 
（成果指標）耐震基準(昭和 56 年基準)が求める耐震性を有しない住宅ストックの比率 
【18％（平成 25）→おおむね解消（平成 37）】 

住宅・土地統計調査（H25） 
※本調査では、借家を含めた全住宅ストックを対象とした耐震等調査は実施していないため、「持ち

家」に限定 
①持ち家総数     ：12,620 戸 
②昭和 55 年以前に建築した持ち家数  ：5,290 戸 

※第 50 表 建築の時期(7 区分)、住宅の購入・新築・建て替え等(7 区分)別持ち家数―市区町村 
③耐震診断による耐震性が確保されていた持ち家数 ：810 戸 
④耐震改修工事を実施した持ち家数  ：740 戸 

※第 60 表 平成 21 年以降における住宅の耐震診断の有無(3 区分)、耐震改修工事の状況(6 区分)別持ち家数―市区町村 
（H25 住宅・土地統計調査） 

※第 44 表 住宅の耐震診断の有無(3 区分)、耐震改修工事の状況(6 区分)別持ち家数―市区町村（H20 住宅・土地統計調査） 
※耐震改修工事を実施した持ち家数(860 戸)から、耐震性が確保されていた持ち家数（120 戸）を差し引き 

⑤耐震性を有する持ち家数（①-（②-③-④） ：8,880 戸 
⑥耐震性を有しない持ち家数（①-⑤）  ：3,740 戸 
⑦耐震性を有しない持ち家数比率（⑥/①）  ：29.6％ 
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基本目標５：新技術などを活用した環境にやさしい住まいづくり  

 
 
 
 
 
■指標設定の考え方 

・住宅・土地統計調査（総務省統計局）の結果を参考 
・本市の住宅ストックのうち、半数以上の住宅において省エネ設備の設置の普及促進を図る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本目標６：地域社会やコミュニティの維持・形成に向けた支援 

 
 
 
 
 
■指標設定の考え方 

・常陸大宮市総合計画「ひたちおおみや未来創造アクションプラン」の政策指標を踏襲 
 
政策プロジェクト」 

 
 
 
 
 
 
 
  

【成果指標】地域コミュニティの推進に対する市民満足度（常陸大宮市総合計画における政策指標

を採用） 
【現 状 値】（H27）：2.95 点 
【目 標 値】（H37）：3.30 点以上 

常陸大宮市総合計画「ひたちおおみや未来創造アクションプラン」 
⇒政策プロジェクト 
プロジェクトⅡ 地域の元気創造「まち（拠点）づくり」プロジェクト 
指標①：地域コミュニティの推進に対する満足度（5 点満点） 
【基準値（平成 27 年度）：2.95 点 → 平成 33 年度：3.30 点】 
・地域コミュニティ活動に対する取組への指標であり、地域の一体感の醸成や地域力の伸展を図

り、満足度の向上を目指します。 

【成果指標】一定の省エネルギー対策を実施した（太陽光発電機器等の設備を設置した）住宅スト

ックの比率 
【現 状 値】（H25）：37％ 
【目 標 値】（H37）：50％以上 

住宅・土地統計調査（H25） 
①総住宅数        ：15,400 戸 
②「太陽熱を利用した温水機器等」を設置した住宅数   ：1,140 戸 
③「太陽光を利用した発電機器」を設置した住宅数    ：670 戸 
④すべての窓や一部の窓に「二重サッシ又は複層ガラスの窓」を設置した住宅数：3,860 戸 

※第 20 表 住宅の種類(2 区分)、住宅の所有の関係(2 区分)、建築の時期(9 区分)、省エネルギー設備等(7 区分)別住宅数―市区

町村 

⑤省エネルギー設備を設置した住宅ストックの比率（(②+③+④)/①）  ：37％ 
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■平成 28年 8 月 12 日   市民意向調査の実施 

・市内居住 20歳以上の市民 2,000 人を無作為抽出(市内 5地域の人口割合に応じた層化抽出) 

・調査期間：平成 28 年 8月 12 日～平成 28年 8月 26 日 

 

 

■平成 28年 10 月 6 日   第 1 回庁内会議の実施 

・「住生活基本計画の概要と策定趣旨、常陸大宮市の住生活を取り巻く動向、市民意向調査結果のま

とめ、常陸大宮市の住生活に関する現状と課題」などの内容について協議・検討 

 

 

■平成 28年 10 月 17 日   第 1 回策定委員会の開催 

・設置要綱の承認と委員の委嘱 

・委員長並びに副委員長の選任 

・「住生活基本計画の概要と策定趣旨、常陸大宮市の住生活を取り巻く動向、市民意向調査結果のま

とめ、常陸大宮市の住生活に関する現状と課題」などの内容について協議・検討 

 

 

■平成 28年 11 月 21 日   第 2 回庁内会議の実施 

・各課回覧形式にて実施 

・「第 1回策定委員会議事概要、計画書（素案）、本市における住宅施策の大綱」などについて協議・

検討 

 

 

■平成 28年 12 月 6 日   第 2 回策定委員会の開催 

・「第 1回策定委員会議事概要、計画書（素案）、本市における住宅施策の大綱」などについて協議・

検討 

 

 

■平成 29年 1 月 10 日   市民意見公募開始 

・常陸大宮市ホームページ並びに広報常陸大宮お知らせ版(No.341 2017.1.10)への素案概要掲載 

・意見募集期間：平成 29年 1 月 10 日～平成 29年 1 月 31 日 

 

 

■平成 29年 2 月 9 日   第 3 回策定委員会の開催  

・「第 2回策定委員会議事概要、市民意見募集結果、計画書（案）」などについて協議・検討 

 

 

■平成 29年 3 月   発行 

 

  

参考資料 策定経緯 
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常陸大宮市住生活基本計画策定委員会設置要綱 
（設置） 

第１条 常陸大宮市の特性を活かし、住宅政策を総合的、計画的に推進するための常陸大宮市住生活

基本計画（以下「計画」という。）を策定するにあたり、専門的かつ幅広い分野からの意見を求める

ため、常陸大宮市住生活基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。 
（１）住生活基本計画の策定に関すること。 
（２）その他市長が必要と認めること。 
（組織） 

第３条 委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。 
（１）市民の代表 
（２）関係団体等の役職員 
（３）学識経験者 
（４）市の職員 
（任期） 

第４条 委員の任期は、前条の規定による委嘱又は任命の日から計画策定が完了する日までとする。 
 （委員長及び副委員長） 
第５条 委員会に委員長及び副委員長１名を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 
（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。ただし、初回の会議については、

市長が招集するものする。 
２ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 
４ 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 
（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、経済建設部都市建設課において処理する。 
（補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
附 則 

この要綱は、平成２８年８月１７日から施行する。 
この要綱は、常陸大宮市住生活基本計画策定完了をもって、その効力を失う。 

  

参考資料 策定体制 
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常陸大宮市住生活基本計画策定委員会委員名簿 

No. 職 名 区 分 氏 名 備 考 

1 委員長 学識経験者 熊澤 貴之 茨城大学准教授 

2 副委員長 市民の代表 佐藤 隆男 区長会会長 

3 委員 市民の代表 貝   功 土地家屋調査士会会員 

4 委員 市民の代表 鈴木 重伸 常陸大宮市商工会青年部長 

5 委員 市民の代表 疋田 秀子 女性団体連絡会の代表 

6 委員 市民の代表 大森 みどり 常陸大宮市 PTA 連絡協議会の代表 

7 委員 市民の代表 梶  文雄 民生委員児童委員協議会の代表 

8 委員 市民の代表 相田 健一 高齢者クラブ連合会の代表 

9 委員 関係団体等の役職員 猿田 茂彦 社会福祉協議会事務局の代表 

10 委員 市の職員 佐藤 浩之 政策審議監 

11 委員 市の職員 宇留野 功 市民部長 

12 委員 市の職員 富嶋 稔夫 保健福祉部長 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常陸大宮市住生活基本計画（平成 29 年 3 月） 

発行：常陸大宮市 

〒319-2292 茨城県常陸大宮市中富町 3135 番地の 6 

TEL：0295(52)1111(代) 

FAX：0295(53)5415 


	01_表紙・目次
	02_計画策定の基本方針
	03_上位・関連計画の位置づけ
	04_住まいづくりに関する現状と課題
	05_住宅施策の基本方針
	06_住宅施策の展開方針
	07_住宅施策の推進に向けて
	08-1_中表紙
	08-2_参考資料
	09_裏表紙



